


撮
影
地
…
長
野
県
北
佐
久
郡

撮
影
・
文
…
清
水
正
仁

浅
間
山
。
長
野
県
と
群
馬
県
に
跨ま

た
がる
言
わ
ず
と
知
れ
た
日

本
屈
指
の
活
火
山
で
あ
る
。
標
高
は
二
五
六
八
メ
ー
ト
ル
。

長
い
裾
野
は
優
美
さ
を
強
調
す
る
が
、
山
頂
か
ら
は
噴
煙
も
観

察
で
き
、
荒
々
し
さ
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
く
油
断

の
な
ら
な
い
お
山
で
あ
る
。
過
去
に
は
何
度
も
大
災
害
を
も
た

ら
し
、悲
し
い
歴
史
や
物
語
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
れ
で
も
人
々

は
こ
の
山
と
の
共
存
を
選
ん
で
き
た
。
大
災
害
は
一
瞬
に
し
て

人
々
の
生
活
を
破
壊
し
て
し
ま
う
が
、
長
い
目
で
見
る
と
自
然

か
ら
受
け
る
恩
恵
も
計
り
知
れ
な
い
。
う
ま
く
付
き
合
っ
て
い

く
し
か
な
い
の
が
現
状
だ
が
、
情
報
技
術
や
科
学
が
発
達
し
た

今
、
皆
が
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
今
後
の
被
害
が
少
な
く
な
る

こ
と
を
切
に
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。
冒
頭
か
ら
締
め
の
よ
う
な

文
章
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
と
あ
る
歴
史
資
料
館
で
に
わ
か

に
勉
強
し
て
し
ま
っ
た
ゆ
え
で
あ
る
。

さ
て
そ
ん
な
に
わ
か
知
識
を
得
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
浅

間
山
を
眺
め
て
み
る
。
秋
の
夕
陽
に
照
ら
さ
れ
た
神
々
し
い

姿
は
、
過
去
の
災
害
な
ど
考
え
も
お
よ
ば
な
い
ほ
ど
、
穏
や
か

で
静
か
で
あ
る
。
い
つ
ま
で
も
眺
め
て
い
ら
れ
る
ほ
ど
美
し
く

畏
敬
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
そ
ん
な
想
い
を
胸
に
撮
影
を
展
開

す
る
と
、
い
ろ
ん
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
画
を
思
い
描
け
る
よ

う
に
な
る
の
で
面
白
い
も
の
で
あ
る
。
知
ら
な
い
で
撮
影
す
る

の
と
、
知
っ
て
撮
影
す
る
の
で
は
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
大
い
に

異
な
る
も
の
と
な
る
。
撮
影
時
に
た
ま
た
ま
見
つ
け
た
木
の
机

と
椅
子
。
こ
れ
ら
を
平
和
の
象
徴
と
捉
え
、
悲
喜
こ
も
ご
も

歴
史
あ
る
浅
間
山
と
の
共
存
を
表
現
し
て
み
た
の
が
表
紙
の

一
枚
と
な
っ
た
。

写
真
を
撮
り
終
え
て
一
息
つ
く
と
、
あ
た
り
に
い
い
匂
い
が

立
ち
込
め
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
じ
つ
は
こ
こ
は
長
野
で

は
有
名
な
ベ
ー
カ
リ
ー
の
裏
庭
な
の
で
あ
る
。
写
真
の
ベ
ン
チ

も
パ
ン
屋
さ
ん
の
も
の
で
、
パ
ン
を
購
入
し
た
後
、
浅
間
山
を

眺
め
な
が
ら
こ
こ
で
パ
ン
と
コ
ー
ヒ
ー
を
頂
い
た
。
こ
ん
な
時

間
が
と
て
も
贅
沢
で
楽
し
い
。
ち
な
み
に
こ
の
パ
ン
屋
さ
ん
は

長
野
県
北
佐
久
郡
御
代
田
に
あ
り
、ベ
ー
カ
リ
ー
・
御
代
田
で

す
ぐ
検
索
で
き
る
の
で
興
味
の
あ
る
方
に
は
お
す
す
め
し
た
い
。

周
辺
に
目
を
転
じ
る
と
、
こ
こ
は
軽
井
沢
の
お
隣
な
の
で
、

名
所
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
写
真
の
白
糸
の
滝
や
紅
葉
の
雲
場

池
は
人
が
造
り
自
然
が
育
ん
で
で
き
た
共
存
の
上
に
成
り
立
つ

風
景
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
様
々
な
歴
史
と
ド
ラ
マ
が
あ
る
の
だ

が
、
事
前
に
情
報
を
検
索
し
て
現
地
入
り
し
、
先
人
た
ち
の
気

持
ち
に
想
い
を
馳
せ
る
こ
と
は
、
歳
を
重
ね
、
経
験
値
だ
け
で

物
事
を
判
断
し
て
し
ま
う
自
分
へ
の
戒
め
と
も
な
り
大
事
に
し

て
い
き
た
い
習
慣
で
も
あ
る
。

パ
ン
屋
さ
ん
か
ら
浅
間
山

（上）秋彩・雲場池
（左上）活火山！浅間　（左下）秀麗なる白糸の滝
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2　「月刊フェスク」’25.10

『私が見た未来』と破局予言
漫画家たつき諒の夢日記を素材にした作品

『私が見た未来』が数年前からYouTube上で話
題になっていた。この書籍は、1999年７月、
ノストラダムスの大予言が話題になっている
ときに出版されたものである。この表紙に「大
災害は2011年３月」と書いてあり、東日本大
震災を予知したとして事後に注目された。そ
の後、2021年10月に発売された『私が見た未
来　完全版』では、「2025年７月」の夢の解説
が加わった。

これが2025年の春になって、「2025年７月に
大災難が日本を襲う」という形で根拠のないう
わさとして、日本や近隣諸国のSNSで拡散し、
話題となった。いつの間にかその予知夢を見
たという「午前４時18分」までもが大災難の発
生時刻とされ拡がっていった。

だが、それらは多くの人から本気で信じら
れていたわけではない。それらは、閉塞感ある
現代において、ある意味、会話の潤滑油とし
て消費されたのである。

人の集まるところで拡まる楽しみとしての
うわさ、類似の繰り返されるうわさ、すなわち

『都市伝説』としての側面を破局予言は持って
いる。

2025年７月破局予言の背景
この破局予言が拡まった理由は４つある。
第一に、国を越えてネットで拡散したこと

である。香港・台湾という中国語圏で拡散
し、それが逆輸入される形で拡がった。目に
見える形で国境、言語を越えて拡がり、ニュー
スになるほど話題となった破局予言は初めて
といえよう。香港では有名な風水師が「６〜
８月は日本で災害が起こる」と予言し、それ
を台湾のインフルエンサーが紹介したことで、
香港や台湾などアジア圏を中心にYouTubeや
TikTokなどで一気に拡散した。

第二に、偶然にも取りまとめられた３月末
の政府の災害関係の報告書類である。
『南海トラフ巨大地震対策検討ワーキング

新
潟
県
出
身
。専
門
は
災
害
情
報
論
、社
会
心
理

学
。博
士（
社
会
情
報
学
）。東
日
本
大
震
災
・
原

子
力
災
害
伝
承
館
上
級
研
究
員
。福
島
大
学
食

農
学
類
客
員
教
授
。主
著
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災
害
情
報
』（
東
京

大
学
出
版
会
）、『
風
評
被
害
』（
光
文
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社
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理
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Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ
）な
ど
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情
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災
情
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セ
ン
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ー
長・教
授

関
谷
直
也



 「月刊フェスク」’25.10　3

グループ報告書』が予定より遅れて取りまとめ
られた。そして富士山噴火を想定した『首都
圏における広域降灰対策ガイドライン』がこれ
も数年間の様々な議論を経て公表された。気
象庁ではそれを受け、火山灰警報が制度化さ
れることになった。このニュースは国内はもと
より、NHKの国際放送やネットを通じて、海
外にも伝わった。

第三に、在日本中国大使館によるホーム
ページでの呼びかけである。在日本中国大使
館は南海トラフの被害想定を踏まえて、４月
14日、滞在者に日本での地震発生リスクに関
する注意喚起を行い、備蓄や避難所の確認、
日本への旅行や留学については慎重に計画し、
不動産の購入は慎重に選択するように注意喚
起を行った。

第四に、インバウンド需要の増加である。た
またま香港のLCCグレーターベイ航空が2024
年あたりから徳島、鳥取、仙台への定期便を

就航させたが、これがインバウンド閑散期の５
月、６月に減便した。香港航空も札幌、名古
屋、福岡便を増やしてきたが同時期に減便し
た。だが、2025年の訪日観光客数は４月でも
2024年を大きく上回るペースで増加しており、
大都市圏を中心に海外からの外国人観光客が
大々的に減っているわけでもない。減便は、競
争激化の結果の過剰供給後の調整か、うわさ
の影響かは不明である。

この減便が日本に来ている観光客のイン
タビューを基に、たつき諒や予言の影響だと
NHK、新聞、情報番組などで取り上げられ、「う
わさの影響」が事実化していったのである。

「うわさ」は公的な情報でも止められない
この2025年７月のうわさについて、気象庁

の野村竜一長官は６月13日の記者会見で、現
代の科学的知見では日時と場所を特定する地
震の予知は不可能なため「デマである」との見

2011年３月東日本大震災／写真：大槌町震災アーカイブ「つむぎ」



4　「月刊フェスク」’25.10

もよいのかもしれない。
「流言」「うわさ」には、根源的に異なる二つ

の意味がある。
第一に、「口伝えによるコミュニケーション」

という意味である。一般に「流言」研究といえ
ば、主に「口伝えによるコミュニケーション」
のことである。その社会的背景、心理的背景
や、そのコミュニケーションの実態を解明する
ことに主な研究目的がある。

第二に、「真実と確認できない」という意味
である。「『うわさ』に過ぎない」「それは『流言
だ』」という言明に典型的に現れるものである。
この場合は「真実と確認できない」という意味
に重点がおかれる。この言明自体には、その「う
わさ」「流言」が口伝えによるコミュニケーショ
ンとしてどのくらい流布しているか、どう流布
していったのか、それが事実として確認されて
いるかどうか、などにはあまり関心はない。だ
が、一般的な日常用語としてはどちらの意味
でもよく使われるため、二つのニュアンスを混
同する論考も少なくない。

この後者、災害時において「真実と確認で
きない」という意味の用法で使われる「うわさ」

「流言」として典型的なものが、「災害予知（予
測、予想）」、なかでも地震予知である。1978
年大規模地震対策特別措置法の制定以来、日
本では東海地震のみ、公式に予知を目指すと
されてきた。だが東日本大震災を経て、現在
の科学的知見からは、確度の高い短期の地震
の予測は難しいとされている。よって、一般
に日時、場所、規模を特定した地震を予知す
る情報は流言といえる。科学的に証明されて
いない、「真実と確認できない」と判断される
メッセージが、マスメディアや口伝えのコミュ
ニケーションを媒 介として伝わっていけば、

「『うわさ』に過ぎない」情報とされるのである。

「うわさ」の分類
ところで「うわさ」とは何か、簡単に整理して

みよう。一般に、うわさは、流言（Rumor）、都
市伝説（Urban Legend）、ゴシップ（Gossip）、デ

解を示したうえで、「そのような情報で心配す
る必要はない」と呼び掛けた。またNHKを始
め、様々なメディアでこの予言が取り上げら
れ、かつその際、必ず否定され、注意喚起が
なされた。

それでも、この「うわさ」は収束しなかった
ところがポイントである。「うわさ」、誤った情
報は気象庁やNHKなどの公的機関が否定して
も、収まらないという極めて重要な知見が得
られた。

実際に発生した災害と「予言」
たつき諒は書籍で「2025年７月に日本を襲

う大津波」「日本とフィリピンの中間あたりの
海底がボコンと破裂（噴火）」「太平洋周辺の国
に大津波が押し寄せました」と言っている。

そして７月前後は太平洋岸である程度の規
模の地震・火山噴火が発生した。６月後半か
らトカラ列島の群発地震が活発化して７月３
日には最大震度６弱の揺れがあり、悪石島と
小宝島からは島外避難が行われた。７月３日
に新燃岳は火口縁上5,000mまで噴煙が上昇す
るなど、７月初めから噴火活動が活発化した。

７月30日には、カムチャツカ半島沖でマグ
ニチュード（M）8.8の巨大地震が発生した。日
本に大きな被害はなかったものの、太平洋広
域に津波警報・注意報が発表された。

８月１日には、インドネシアのレウォトビ・
ラキラキ火山が噴火した。

これらは、たつき諒の予知夢が当たったわ
けではないが、７月にM8.8の地震がおこり、
太平洋に津波が押し寄せ、噴火が起こったの
は事実である。

なお「場所、時間、規模などが当たらなけれ
ば予知ではない」という予知の定義は、1970
年代の東海地震説以降、地震学や災害情報の
研究者たちが議論し始めたロジックである。

人々の心理としては、規模として大災難か
災害かは極めて主観的なものであろうし、この
７月は被害地域でみれば、ある程度はたつき
諒の予知夢の指摘の災害が発生したといって
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マ（Demagogy）、風評被害（Bad Reputation）
と分類しうる。都市伝説は、現代において拡
がる物語としての、楽しみを目的とするうわ
さであり、時期によらず、至るところで観察さ
れる。ゴシップは身近な人や有名人に関する
おしゃべりである。デマは「扇動」と訳される
Demagogyに由来し、悪意ある情報を捏造し
て伝えることである。法律的には、「風説の流
布」として処罰されるもので、永田町や兜町で
拡がる政治・経済の問題である。

なお、東日本大震災前はあまり流言・デマ
と並列させることはなかった。だが、東日本
大震災においては、政府や東京電力などによ
る「安全である」「ただちに影響はない」「メル
トダウンはしていない」などといった情報発信
を、悪意ある虚偽の情報の捏造という意味で

「デマ」という言葉で表現する場合も多くなり、
流言・デマと並べることが定着しただけで、も
ともとは異なるものである。

風評被害とは、悪評による経済的な被害
のことであるが、「 うわさが原 因とされる経
済被害」と誤解されていることも多く（関谷、
2003）、この場合も「うわさ」やその近接領域
が問題となっているといえよう。

一方で「流言」とは、一時的で、社会の広範
囲に拡がり、社会的な影響（悪影響）をもたら
すものという意味がある。そのため、災害時
のうわさは「流言」「災害流言」と記述すること
が多い。

流言と都市伝説を比較すると、流言の特徴
は、①情報を伝え（道具性）、②人によって真
偽が問題となり（真偽性）、③評価を含んでお
らず、④簡潔で、⑤特殊で、⑥一過性のもので
ある（三隅、1991）、都市伝説はこれらと逆の
特徴を持ち、むしろ「話題」の一つとしてエン
ターテインメント性を有し、時代と場所を越
えた共通性を持つものがあり、「おち」（物語性）
があるものを指す。

また流言や都市伝説は「相互主観的な日常
生活世界」（松田、1993）を表現するといった
捉え方もある。うわさは、その流言集団を形

成する人が主観的な事実を伝え、意見や願望
を表出するものである。仮に、それらの事実、
意見、願望に同意しなくともその流言を聞き
伝える時点で「そのように考えている人が多く
存在すること」には同意している。すなわち流
言とは社会における人々の事実の解釈、意見、
社会心理を分析する一つのツールとなりうる
のである。

破局予言を『都市伝説』ととらえれば、誰も
地球が滅亡することなど望んでいないのだか
ら、エンターテインメント的要素が大きいこと
が分かる。また多くの人に地震は予知できて
ほしいという願望がある。予知ができれば多
くの人が救えるのだから。

災害時の「うわさ」としての災害予知流言
災害時の「うわさ」については、この数十年

の災害社会学的研究の知見を前提とすれば、
実際に流布している流言の類型としては、⑴
災害発生前の「災害予知流言」、⑵災害発生
後の「災害再来流言」、⑶災害発生後の「後予
知流言」、⑷災害発生後の「被害流言」に分け
ることができる。

ここでは⑴災害発生前の「災害予知流言」
をとりあげたい。この予知流言は２種類ある。

一つは、「地球が滅亡する」「大災害が起こ
る」「隕石がふってくる」などという『破局予言』
である。12～13年周期で発生し、主に書籍や
週刊誌を元ネタとしてうわさやネット上で拡
散されていく。

1974年、大阪府八尾市の新興宗教の教祖が
「６月18日の午前８時に全地球的に揺れる」と
東京、静岡、名古屋、大阪、神戸でビラ20万枚
をばら撒いた。これが週刊誌で報道されるこ
とによって、全国的に伝わっていった。

1987年「マザー・エリザベス」が「９月13 
日に東京で大地震が来る」と述べたのが週刊
誌やテレビ放送を通じて下町を中心に拡がっ
た。翌1988年、気象庁元職員相楽正俊氏が９
月10日前後に富士山が大爆発するという『富
士山大爆発』を徳間書店から刊行した（相楽、
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1988）。７月にはワイドショーに出演して、７
月24日に埼玉で地震が起こると発表した。

1999年には「1999年７の月、空から恐怖の
大王が降ってくる」というノストラダムスの大
予言が拡がった。

2012年12月21日は、マヤ暦の長期暦が区切
りの日として、一部で終末論的な解釈がなさ
れ、人類滅亡の日として話題となった。

拡まる時期の共通点もなくはない。1974年オ
イルショック、1987年ブラックマンデー、1999年
就職氷河期、2011年東日本大震災の後、そし
て今回と景気がよくない時期に流言が拡がり
やすいという傾向もある。なぜか12～13年に
一度、不況など先行きが不透明な時代の社会
心理の象徴として拡まるのである。

今一つは、過去の大きな災害を原因とする
ものである。

1986年、中国の上海で、５月後半から７月
末にかけて地震が起こるという流言が拡まっ
た。また７月には「７月28日に上海で地震が
起きる」という流言が拡まった。上海市政府が
記者会見を開いて打ち消すなどしたところ、社
会経済的影響は小さなものに留まったという

（三上、2004）。1976年７月28日中国河北省で、
死者24万2,000人、20世紀最大の死者数とされ
るM7.8の唐山地震が起きている。1986年７月
28日はそれからちょうど10年にあたる。

日本では「９月」に地震が起こるという流言
が数年おきに流れている（廣井、1988；平塚、
2000）。1979年には９月17日、12月25日に地震
が起こるといううわさが流れ、週刊誌でも取り
上げられたという。また1983年、1987年にも
同様のうわさが流れたという（廣井、1988）。

なお、マスコミ報道を原因とするか、過去の
大きな災害を原因とするか、という区別はあ
まり意味をなさない。９月１日「防災の日」は
関東大震災に因んで制定された日であり、こ
の日に全国各地で防災訓練が行われたり、マ
スコミ各社で特番が組まれたりとメディアの
露出も多い時期だからである。

2003年９月には、FM電波を用いた観測か
ら「地震予知」を試みている八ヶ岳南麓天文
台の串田嘉男氏が、「９月16日、17日を中心
とする前後２日間に東京都・神奈川県を中心
とした南関東圏で、M７以上の地震が起こる」
という予測を発表した。このときは、2003年
９月19日発行の『週刊朝日』など各マスコミも
報道したため、多くの人が知ることとなった。

もちろん、これは「予知」であり、流言では
ない。しかしながら、現在の科学ではその観
測データと地震発生との因果関係についての
メカニズムが科学的に解明されていないため、
公式には「真実と確認できない」。ゆえに、こ
れを「予知」とは認めない立場からは「流言」
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とされる。いずれにしろ「予知」であれ、「情報」
であれ、これを不安に感じ、伝達していく背景
は流言と共通する。

これら「災害予知流言」ないしは「災害予知」
が伝わっていく過程によって大きな混乱が生
じることがあるかといえば、ほとんどない。む
しろ、防災行動を促進するといった場合が多
く、非常食料、懐中電灯が売れるといった行
動が観察される。一方で、人々は自分の予定
する行動を取りやめるといった場合もあまり
ない。この点で「災害予知」「災害予知流言」は、
メリットこそあれ、目立ったデメリットは今の
ところあまりないという立場もある（竹田・中
林、2004）。
「災害予知流言」は、地震とは恐ろしいもの

だから気をつけろという警告を定期的に促し
ているともいえる。

災害時の「うわさ」への対処法
うわさの対処法はある程度セオリーがある。
第一に、うわさはある程度、パターンが決

まっている。まずはこのパターンを理解してお
くことが、重要である。災害時にすぐにその
情報が本当の情報か流言かは区別がつかない
ことが多いが、少なくともうわさのパターンを
知っておけば、その言説がうわさである可能性
に気づくことができる。

第二に、情報の受け手の側で拡散しないこ
とである。荀

じゅんし

子の言葉で「流言は智者に止ま
る」という。賢い人はうわさを拡散しないので、
賢い人のところでうわさは止まるという。一
人ひとりが心がけること、リテラシーが重要
である。

第三に、うわさをコントロールしようと思わ
ないことである。災害対策を念頭に置く者は、
うわさは適切な災害対策を混乱させるもので
あり、暗にうわさをコントロールして流言の発
生を防ぐべきという前提に立っている。だが、
それは容易ではない。そもそも、うわさとは
個々人が伝えたい内容を人に伝えていく社会
的なコミュニケーション・プロセスそのもので

ある。平時でもうまくコントロールできていな
いものを「コントロール」し、「流言の発生を防
ぐ」という発想には無理がある。

第四に、ファクトチェックや公的な情報は
うわさの抑止にはあまり役に立たないことであ
る（これは今回の破局予言の教訓でもある）。
多くの人に誤解があるが、選挙や政治におけ
るフェイクニュースはファクトチェックが可能
であるものの、そもそも災害時には公的機関
でさえも被害情報を掴むのが困難である。正
確な情報収集によって真実と確認がとれれば、
もちろん、うわさは拡まらないが、災害時には
それができないし、多くの人が情報を信じるこ
とができないからうわさが拡まるのである。う
わさは拡まるものと考えて対応することが必
要である。

とはいえ、ごく稀に、災害直後の流言は混
乱した状況を生むような場合もある。2004年
のスマトラ沖の地震の余震が2005年に発生し
たとき、津波流言によって多くの住民が一斉
に逃走するという行動が起きている。そして、
交通事故などでけが人や死者が発生した（この
余震では１人が死亡した）。

伊豆大島噴火の際に、住民の「流言」と考え
られる様々な未確認情報（結果として誤情報）
に基づき全島避難の意思決定がなされたこと
から、流言はしばしば行政の意思決定などに
も影響を与えてしまうものとして問題視され
てきた（東京大学新聞研究所「災害と情報」研
究班、1988）。

東日本大震災においては、津波被災者の救
助を行っているときに「白波がたった」という
あるヘリコプターからの情報が寄せられ、関係
機関の中で情報が伝わり、捜索活動が頻繁に
中止となるといった状況があったという（総務
省消防庁、2013）。意図的ではないにしろ、結
果としての「誤情報」が救助を混乱させるとい
うのはよくあることである。

また、過去には、関東大震災の「朝鮮人流言」
のような例もある。ケースとしては少なかった
としても、避けることのできる災難は防ぐべき
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であるという発想、関東大震災における朝鮮
人虐殺のような悲劇を二度と起こしてはいけ
ないという発想が、災害流言の研究の端緒で
あり、最終目標なのである。

なお、災害時の流言から人々の心の機微、
社会の機微をすくいとることの意義も忘れて
はならない。災害の流言や風評を契機とした
研究は、被災地域の想いや苦悩などへの正面
からの対峙であり、平時には看過されがちな
微細な心の機微、社会の機微に近づく方策の
一つでもある。

人々の社会心理は「うわさ」という形で具現
化し、伝達する。災害前の予知流言、災害後
の災害再来流言（余震やダム決壊などのうわ
さ）などは、災害を不安視する人々の感情を表
現するものにほかならない。うわさを分析す
ることは、その時々の社会、コミュニケーショ
ンの様態を分析する視座を持つとともに、人々
の深層にある共通する社会心理、「不安」「怒
り」「心配」などをダイナミックな形で掘り起こ
していくことになる。

おわりに
そもそも、日本では、いつ、どこで地震が起

きてもおかしくないと政府は広報している。
現在、日本で最大約29万8,000人が亡くなる

とされ、最も被害をもたらすとされる南海トラ

フ地震についても基本的には「いつ起きても
おかしくない」とされる。確率的には１週間で
0.1％程度である。

想定震源域内及び想定震源域の海溝軸外
側50㎞程度においてモーメントマグニチュード
7.0以上の地震が発生したと評価された場合、
そこから１週間の間「南海トラフ地震臨時情
報（巨大地震注意）」が発出される。0.4％の確
率で地震が起こるかもしれないので注意しろ
という。0.1％の確率に戻っても、「いつ地震が
発生してもおかしくない」という。

地震はいつ起きるか分からない。ゆえに「予
言なので信じるな」「地震予知はできない」と
いって無視することも適切ではない。そして、
もし仮に大規模な地震が起こったとしても「予
言が当たったわけではない」ということに過ぎ
ない。

世界中で戦争が起き、米騒動という信じら
れないようなことが起きている現代で「予言」

「うわさ」を悪者にして揶揄するのも野暮であ
る。我々は淡々と南海トラフ巨大地震、首都
直下地震、想定しえない大災害に対する備え
を続けるのみである。
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https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/tuchi2502/pdf/250219_houkokusho.pdf
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一般財団法人日本消防設備安全センターが募集す
る消防防災研究助成金交付要綱の規定に基づく競争
的研究等助成（応募されたテーマの中から、審査委員
による技術的な観点を中心とした審査に基づいてテー
マを採択する助成）への応募要領は次のとおりです。

1助成金事業の対象
公益的観点から行われる次に掲げるテーマ区分に

よる研究・開発において製品開発などその成果が期
待できる計画のうち、社会の安全性向上に寄与する
ことが具体的に見込まれるものを助成応募の対象と
しています。

ただし、他の団体又は企業等から助成金等の授与
を受けているものは、助成応募の対象から除外します。
⑴　テーマ設定型

ア�　住宅又は小規模社会福祉施設の防火に寄与
する消防防災用設備等の機器に関するもの

イ�　消防用設備等に係る点検の効率化等に資する
技術又は経年劣化に対応する技術に関するもの

ウ�　情報通信技術を活用した消防防災用設備等
に関するもの

エ�　消防防災用設備等の分野において社会課題・
環境課題に対応した製品開発に関するもの

⑵　テーマ自由型
消防防災用設備等の分野において有効活用できる

設備・機器等で実用化できるもの

2研究等の実施期間
研究等の実施期間は次の区分とし、研究等の期間

が２年間の場合については、年度ごとの審査により
交付対象事業の継続を決定するものとします。
⑴　１年間
⑵　２年間
3助成金の額

助成金の総額は次のとおりです。審査結果に応じ、
助成額を決定します。
⑴　テーマ設定型は、1,200万円

⑵　テーマ自由型は、800万円
なお、応募者は同時に２件以上の応募はできない

こととします。

4応募者
法人若しくは法人で構成される団体又はグループ

で、消防防災に関する研究等の事業に積極的に取り
組もうとする者とします。

5申請受付期間
令和７年10月１日㈬から12月19日㈮まで

6応募方法
「消防防災研究助成申請書（ 別記様式第１号）」

に研究テーマに係る目的、概要及び必要な事項を記
載し、関係する図書を添付して前記の受付期間中に
郵送（期間内消印有効）及びEメールにより提出して
ください。

申請に不備のあるものは受付できませんので、必ず
消防防災研究助成金交付要綱を確認してください。

7連絡先
〒105-0001　東京都港区虎ノ門２-９-16
日本消防会館10階
一般財団法人日本消防設備安全センター

（企画研究部）三枝、瀬上、相川
電話 03-5422-1492　FAX 03-5422-1584
Eメール　 kikaku10@fesc.or.jp

8審査方法及び通知
安全センターで事前に申請書類の確認等をしたう

えで、要件を満たすものについて審査委員会で審査
を行い、その結果を踏まえて安全センター理事長が
決定し、応募者に結果を通知します。

また、採用された応募者名等は、一般財団法人
日本消防設備安全センターのホームページ及び月刊
フェスクで公表します。

令和８年度
消防防災研究助成金交付事業の
応募要領

一般財団法人日本消防設備安全センター企画研究部

https://www.fesc.or.jp/04/pdf/joseiyoukou1.pdf#page=2
mailto:kikaku10%40fesc.or.jp?subject=
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一定の消防の用に供する機械器具又は設備
（以下「消防の用に供する機械器具等」という。）
については、消防法（昭和23年法律第186号）第
21条の２及び第21条の16の２の規定に基づき、
当該各条の規定による表示が付されているもの
でなければ、販売し、又は販売の目的で陳列し
てはならず、また、その設置、変更又は修理の請
負に係る工事に使用してはならないこととされ
ている。

本改正では、これまで新たに開発された消防
の用に供する機械器具等について、その設置に
あたり適用してきた基準の特例を要しないよう

⑴スプリンクラーヘッド規格省令
①先進事例の一般化

スプリンクラーヘッド規格省令第16条の規定
に基づき、基準の特例で承認してきた以下の先
進事例について、今般、一般化してきたことを踏
まえ、規定の整備を行った（スプリンクラーヘッ
ド規格省令第３条の２及び第14条関係）。

にする等の整備を行うため、スプリンクラーヘッ
ド規格省令、規則、動力消防ポンプ規格省令、
ホース規格省令及び結合金具規格省令につい
て、所要の改正を行った。

また、本改正では、リチウムイオン蓄電池設
備を常用・非常用兼用として設置することがで
きるよう、蓄電池設備の基準及び消防用設備等
の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告
書に添付する点検票の様式について、所要の改
正を行った。

本稿では、これらの省令等を改正するに至っ
た背景や改正内容について紹介する。

【本稿で使用する用語の定義】

令 消防法施行令（昭和36年政令第37号）

規則 消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）

スプリンクラーヘッド規格省令 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令（昭和40年自治省令第２号）

動力消防ポンプ規格省令 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令（昭和61年自治省令第24号）

ホース規格省令 消防用ホースの技術上の規格を定める省令（平成25年総務省令第22号）

結合金具規格省令 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式
の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成25年総務省令第23号）

蓄電池設備の基準 蓄電池設備の基準（昭和48年消防庁告示第２号）

点検基準及び点検票様式 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式
（昭和50年消防庁告示第14号）

・�有効散水半径が2.8ｍの閉鎖型スプリンクラー
ヘッド

・�カバーを装着した閉鎖型スプリンクラーヘッド
②国際規格との整合化

国際標準化機構の規格との整合化を図るた
め、以下の事項について、所要の規定の整備を
行った（スプリンクラーヘッド規格省令第５条の

●はじめに

●改正の内容

消防用設備に係る規格省令等の
改正について 消防庁予防課
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２及び第15条関係）。
・�標示温度の表示を既定色に限らず、数字等で

表示する方法も採用
・�閉鎖型スプリンクラーヘッドの耐食性向上の

ため、表面部分にワックスをコーティングする
場合の規定を整備

⑵規則
前⑴の有効散水半径が2.8ｍの閉鎖型スプリン

クラーヘッドの規定の整備に併せて、スプリンク
ラー設備の水源水量の算出に係るヘッドの個数
について、有効散水半径が2.8ｍの閉鎖型スプリ
ンクラーヘッドに対応した個数を定めるための
規定の整備を行った（規則第13条の２及び第13
条の６関係）。
⑶動力消防ポンプ規格省令

脱炭素化に向けた対応として、動力消防ポン
プ規格省令に、内燃機関を原動力に用いるもの
に加えて、電動機（モーター）を原動力に用いる
もの（内燃機関及び電動機を併せて用いるもの
を含む。）の規定の整備を行った（動力消防ポン
プ規格省令第２条関係）。
⑷ホース規格省令

ホース規格省令第47条の規定に基づき、基準
の特例で承認してきた以下の先進事例について、
今般、一般化してきたことを踏まえ、規定の整備
を行った（ホース規格省令第２条関係）。
・�呼称150を超える「大量送水用」消防用ホース

⑸結合金具規格省令
①先進事例の一般化

結合金具規格省令第28条の規定に基づき、基
準の特例で承認してきた以下の先進事例につい
て、今般、一般化してきたことを踏まえ、規定の
整備を行った（結合金具規格省令第２条関係）。
・�呼称150を超える「大量送水用」消防用ホース

の結合金具
②日本産業規格との整合化

日本産業規格（JIS）の規格番号等の整合を図
るため、所要の規定の整備を行った。

⑹蓄電池設備の基準及び点検基準及び点検票
様式の一部を改正する件
①�直交変換装置に用いられる半導体素子が指定

されている規定中、「絶縁ゲートバイポーラト
ランジスタ」を、より一般化した「トランジス
タ」に改めるため、規定の整備を行った（蓄電
池設備の基準  第二  三（八）関係）。

②�機器点検における蓄電池設備の構成部品であ
る充電装置、逆変換装置及び直交変換装置に
ついて、それぞれ電池種別を限定した規定を
削除するため、規定の整備を行った（点検基準
及び点検票様式別表第25関係）。

③日本産業規格との整合化
日本産業規格（JIS）の規格番号等の整合を図

るため、所要の規定の整備を行った。

本改正省令等は令和７年７月30日㈬に公布・
施行された。

なお、施行の際に、現に型式承認を受けてい
る閉鎖型スプリンクラーヘッド等に係る型式承

本稿では、改正省令等の内容について概観し
たが、改正省令等の公布と同日に発出した「閉
鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定め
る省令及び消防法施行規則の一部を改正する省
令等に係る運用について（通知）」（令和７年７月
30日付け消防予第331号）及び「『自家発電設備、

認は、改正省令による改正後の規格省令等によ
る型式承認とみなす等、所要の経過措置を設け
ている。

蓄電池設備及び燃料電池設備に係る技術基準の
運用について（通知）』の一部改正について」（令
和７年７月30日付け消防予第333号）も参考にし
つつ、適切な消防法令の運用をお願いしたい。

消防庁としても引き続き、今回の改正省令等
の内容について、周知を行っていく予定である。

●施行日、経過措置

●終わりに
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点検要領（消防用設備等点検）
点検要領は、次のとおりとする。
なお、点検要領に掲げる点検方法については、標準的な手順、確認手段等を示したものであり、これと同等以上の効果を有すると認め
られる場合には、新たな技術等を用いた点検方法によることができるものである。

点検要領（防火対象物点検・防災管理対象物点検）
第１　一般的留意事項
１　点検に際しては、原則として防火管理者等の関係者の立会いを求めること。
　�　なお、立会いについては現地に臨場することに限るものではなく、コミュニケーションツール等の利用による遠隔地からの立会いも
許容されること。

２�　各種届出書の写し、消防計画、防火管理維持台帳等の書類により確認することとされている点検方法については、紙媒体の書類
に限るものではなく、電磁的記録による確認も許容されること。
３�　目視又は聴取により確認することとされている点検方法については、それぞれ現地での目視又は対面での聴取に限るものではな
く、判定方法に定める事項を適切に判定できるその他の方法も許容されること。

各種点検の点検要領の改正内容（追加規定を赤字で表示）

我が国においては、高齢化と少子化が進行し、
多くの産業で人手不足に直面しており、その対
応策として、デジタル技術の活用が期待されて
いる。しかしながら、現行制度においては、人に
よる目視確認や現場での立会いが求められてい
るものもあり、デジタル化の推進を図るうえで見
直しが必要となっている。

このような状況を踏まえ、政府は「デジタル原
則に照らした規制の一括見直しプラン」を策定
し、デジタル社会の実現に向けた構造改革を進
めている。具体的には、約5,000条項に及ぶ法律
や規則を精査し、「規制改革実施計画」（令和４
年６月７日閣議決定）において、デジタル時代に
適合するよう見直しを進めることとしている。

消防庁では、消防法（昭和23年法律第186号）
第17条の３の３の規定による消防用設備等の点

消防庁では、「新たな技術等を用いた点検方法」
等について、技術公募を行い、応募のあった技術

検、同法第８条の２の２の規定による防火対象
物の点検及び同法第36条第１項において準用す
る同法第８条の２の２の規定による防災管理対
象物の点検（以下「各種点検」という。）について、
デジタル技術の活用に向けて、「予防行政のあり
方に関する検討会」において検討を行い、各種
点検の要領を改定した。具体的には、標準的な
手順、確認手段等を示した既存の点検方法と同
等以上の効果を有すると認められる場合には、

「新たな技術等を用いた点検方法」によることが
できることや、目視又は聴取により確認するこ
ととされている点検方法について、それぞれ現地
での目視又は対面での聴取に限るものではなく、
判定方法に定める事項を適切に判定できるその
他の方法も許容されることなどを下記のとおり
明示し、新たな技術を取り入れやすくした。

について、学識経験者等で構成される「火災予
防分野における点検技術評価会議」（以下「評価

●背景及びデジタル化に向けた検討など

●「火災予防分野における技術カタログ」の策定

「火災予防分野における技術カタログ」の
更新について 消防庁予防課設備係　  新田知浩
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会議」という。）において、点検基準に照らして活
用可能かどうか評価を行うこととしている。

評価会議の結果、従前の点検方法に代替可能
な点検技術として認められた技術については「火
災予防分野における技術カタログ」にとりまと
め、各消防本部及び関係団体に通知するととも

に、消防庁のホームページに掲載し、広く周知し
ているところである。

なお、当該カタログは、消防庁が個別の掲載技
術の活用を推奨、斡旋するものではなく、点検者が
個々の点検事案に適した点検方法を選択するた
めの参考資料という位置づけとなるものである。

「火災予防分野における技術カタログ」につい
ては、令和５年度に実施した技術公募及び評価
会議の結果を踏まえ、令和６年９月に３つの点
検技術を初めて掲載した。

令和６年度は、令和６年11月15日から同年
12月27日に技術の公募を実施し、評価会議にて
従前の点検方法に代替可能な点検技術として新
たに認められた４件を技術カタログに追加した。
また、このことについて、「『火災予防分野におけ

従来の点検手法に代替可能な技術の選択肢が
増えることは、点検者及び点検依頼者の双方に
とって、メリットがあると考えられる。

デジタル化や科学技術等の進歩により、将来
的に多種多様な技術が更新されていくことが想
定されるところである。

る技術カタログ』の更新について」（令和７年７
月７日付け消防予第294号）により、各消防本部
及び関係団体に通知した。なお、これまで技術
カタログに掲載されたものの内訳として、既存の
点検の代替となる技術のうち、消防用設備等点
検に係る技術が４件、防火対象物点検・防災管
理点検に係る技術が２件、点検作業等の効率化
等に資する技術が１件となっている。

消防庁では、継続的に技術の公募及び技術カ
タログの更新を行い、新たな技術を取り入れる
ことで社会の変化に柔軟に対応し、各種点検業
務のさらなる効率化及び実効性の向上を推進し
ていくこととしている。

●「火災予防分野における技術カタログ」の更新

●おわりに

火災予防分野に
おける技術カタログ

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/technology/catalog.html
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/technology/catalog.html
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キッチンカーを届けて
能登半島地震の発生から18日後の令和６年

１月19日深夜、日本航空に勤める上
かみいりさ

入佐慶太さ
んは緑色のキッチンカーのハンドルを握り、東
京から能登を目指していた。避難所での炊き出
し用に、キッチンカーを被災地へ移送するため
だった。

大型のキッチンカーには、深夜スーパーで買い
集めた炊き出しのカレーライスの材料、米や野
菜、そして水が積み込まれていた。中央道など

が使えず、関越道から上信越道を通って新潟経
由で石川を目指した。

真冬の高速道路。凍結の危険もある中で、仕
事が終わった深夜に運転を続け、午前６時半ご
ろ金沢へ着いた。そこからさらに輪島へ向かっ
たものの、道路は寸断され、避難所へたどり着い
たときには正午を回っていた。

航空会社に勤める会社員がなぜ、キッチンカー
を能登の被災地へ運んだのか。地震の２カ月前、
上入佐さんはワーケーションで石川県能登町に
４日間滞在した。人や自然に魅了された。

その能登町を元日、地震が襲った。お世話に
なった人たちの顔が浮かんだ。
「自分に何かできないか。いてもたってもいら

れなくなった」
知人の男性から連絡があった。岩手県に本社

を置く会社の役員の男性で、１月４日に能登へ
来て、輪島市で炊き出し支援を始めていた。
「知り合いがキッチンカーを貸してくれること

になった。車を受け取って、能登まで運んでも
らえないか」

上入佐さんは二つ返事で引き受けた。キッチ
ンカーを貸してくれたのは、岩手県大槌町の料
理人の男性だった。平成23年の東日本大震災

能登半島地震の炊き出し支援に使われたキッチンカー（上入佐
慶太さん提供）

特定の地域と継続的に関わる「関係人口」が注目を集めてい
る。昨年の能登半島地震では関係人口である都市住民が被
災地へ駆けつけ、復旧や復興を支えた。今年６月には関係人
口を自治体が登録する国の「ふるさと住民登録制度」の創設
も決まった。関係人口とは何なのか。防災関係者にこそ読ん
でもらいたい、都市と地方の物語。

最大の防災は 関係人口
都市と地方 人のつながり

産経新聞東京本社地方部編集委員 徳光一輝
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で全国の人々から支援を受けた恩返しに、キッ
チンカーを役立ててほしいとの思いからだった
という。

東京都内で車を受け継ぎ、無事に車を被災地
へ届けた。以来、１年半以上、週末に東京から
能登へ通い、伝統祭礼「あばれ祭」の再興など、
地域の復旧や復興を手伝っている。
「自分は車の運転が得意だったので、支援物資

の運搬やキッチンカーの運転など、できることは
何でもやった。地元の人たちと話すうちに、だん
だんなじんできて、いまは平日は東京で働いて、
週末は能登という『二地域居住』みたいな生活
になっている」

彼のような存在は「関係人口」と呼ばれる。

「観光以上、移住未満」
関係人口について、総務省は「観光に来た『交

流人口』でもなく、移住した『定住人口』でもな
い、地域や地域の人々と多様に関わる人々のこ

と」と定義。「観光以上、移住未満」などと呼ば
れる。

国は近年、「地方創生」の切り札として関係人
口の創出、拡大を進めている。人口減少に悩む
自治体にとっては移住者が増えることが理想だ
が、都市住民にとって仕事や学校が変わること
はハードルが高く、限界がある。その結果、都市
と地方の間や、自治体同士で移住者の奪い合い、

「ゼロサムゲーム※」になっているとも指摘されて
いる。
※参加者の得失点の総和がゼロになるゲームを指す。

その点、関係人口の創出、拡大は都市住民が
地方のそれぞれの地域と継続的に関わる、いわ
ば人材の共有、シェアであり、双方にとってよい
ことずくめの地域活性化策だ。

そして、都市と地方の「人のつながり」は、有
事の際にこそ力を発揮する。このため「最大の
防災は平時からの人のつながり」ともいわれて
いる。

町役場で机の前に立つ小川勝則さん。支援に訪れた個人や企業人の名刺で埋め尽くされていた（令和６年３月、石川県能登町）
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昨年の能登半島地震でも、上入佐さんのよう
に、もともと能登と関わりのあった都市住民や企
業が、誰に頼まれたわけでもなく支援に訪れた。

能登町役場で支援者の受け入れにあたった町
ふるさと振興課の小川勝則担当課長（当時）は

「地震の４年ほど前から、町として関係人口の創
出、拡大に取り組んできたところに、今回の地震
が起きた。そうしたら、全国からこれまでの『関
係人口さん』が一気に来てくれた」と振り返る。

町役場２階にある小川さんの事務机には、全
国からやってきた個人や企業人の名刺が並べて
置かれていた。自分の机だけでは足りず、隣の
机にもびっしり並んでいた。
「彼らは何か困ったことがあれば手を差し伸べ

てくれたし、何よりも心の支えになってくれた。
課題が見つかれば『この人をつなぐよ』と、関係
性がどんどん広がっていった。そのとき思った。
彼らの力を借りないと、この町は死ぬ。彼らの
力を借りて、この町を再生したい」

欠かせぬ「会社の理解」
関係人口となる側、都市住民はどんな思いで

いるのか。関係人口の役割を考えるイベントが
今年４月、兵庫県の淡路島にある国際会議場で
開かれた。NPO法人「ETIC.（エティック）」（東
京）が事務局を務める「Beyondカンファレンス
2025」。企業などの肩書を外して社会課題の解

決を目指し協働する仲間づくりの場で、延べ約
370人が参加した。

淡路島は30年前の平成７年、阪神・淡路大震
災が発生した地。災害時の関係人口の役割につ
いての議論では、地域ベンチャー「淡路ラボ」の
山中昌幸代表が「震災のとき、淡路では消防団
などの『共助』がむちゃくちゃ機能していた」と
振り返り、こう続けた。
「30年たって人口減少と高齢化が進み、消防

団もなり手不足になっている。地域の共助の力
は弱まっている」

イベントでは、有事に備え平時から企業や個
人がどうやって地域とのつながりを作っていくか
について、議論が交わされた。

国レベルでは令和６年11月、都市と地方の双
方に生活拠点を持つ「二地域居住」を促進する
初の関連法が施行された。新型コロナウイルス
の感染拡大を受け、オンライン会議やテレワー
クが普及。自民党が令和２年にまとめた政策提
言「デジタル・ニッポン2020」では、「2030年の
理想像」としてこんな未来像が描かれていた。
《DX（デジタルトランスフォーメーション）の

浸透でリアルな現場は効率化され、デジタルな
仕事はリモートワークになっている。都市部の
企業では社員の多くが地方に住み、都市部並み
の収入で働いている》

ただ、こうした働き方、暮らし方には「会社の
理解」が欠かせない。

淡路島でのイベント参加者は、地方に関わり
たい気持ちがあっても、上司から「うちの会社に
何のメリットがあるの？」「その地方に自社工場
があるなど、何か縁がないと派遣は難しい」など
と言われると、悩みを話し合った。
「たとえば地方で研修して、社員個人は成長し

たなと感じても、それを会社として計る指標がな
い」「成果が短期的に出るわけではないから、難
しい」……。

「ふるさと住民」公的に証明
関係人口の創出、拡大を後押ししようと、政

府は今年６月、地方創生を進めるための今後10

「Beyondカンファレンス2025」の参加者ら（令和７年４月、兵庫
県淡路市。ETIC.提供）
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年の指針となる「地方創生2.0基本構想」を閣議
決定。関係人口を登録する「ふるさと住民登録
制度」の創設が盛り込まれ、制度設計が始まっ
ている。

この制度は、居住地以外の自治体にアプリを
通じて「ふるさと住民」として登録。自治体は、
いわば「第２住民票」とも言える登録証を発行
し、ふるさと住民であることを公的に証明する。
登録されると、情報提供や行政サービスなどを
受けられることなどが検討されている。

総務省は、登録によって二地域居住やボラン
ティア、副業などが広がり、地域の担い手確保
につながるほか、特産品の購入やふるさと納税、
観光などを通じて地域経済の活性化に寄与する
と説明。「誰もが簡単に登録でき、自治体の既
存の取り組みを緩やかに包含できる、柔軟かつ
間口の広い仕組みの構築を目指す」としている。

ふるさと住民は複数の自治体に登録できるシ
ステムとし、10年間で1,000万人の登録を目指す。
重複を含む延べ人数は１億人を目標としている。

坂井学防災担当相は令和６年12月の衆院予算

委員会で、ふるさと住民登録制度について「各市
町村にとっても大変重要な意味を持つ、防災の面
から見ても意味を持つものと考えている」と指摘。
「災害に際して、地域外のさまざまな方のふる

さとを思う気持ちが復旧、復興を進める上で重
要だ。能登の地震や豪雨の対応でも、能登を応
援しようという方々の温かい支援が寄せられて
いる」と述べ、こう続けた。
「地域の応援者を増やすことは、いざというと

きに地域外から協力を得ることにもつながる。
熊本地震の際に真っ先に支援物資を届けたのは、
鹿児島県の自治体だった」

「ふるさと住民登録制度」のイメージ（総務省公表資料から）

能登出身者たちが畳の上で車座になった（令和６年10月、東京都目黒区）
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出身者ら「能登ヨバレ」結成
関係人口は、他人ばかりとはかぎらない。こ

んな関係人口たちもいる。
能登半島地震から10カ月になろうとする令和

６年10月末、能登地方出身で現在は東京で働く
若者ら25人が、都内の公共施設の和室で車座に
なった。

その２カ月前に結成された故郷の復興のため
に活動するグループで、名前は「能登ヨバレ」。
人々が集まりに呼ばれ、もてなされる能登地方
の風習から名づけられた。

中心メンバーの一人で、都内のメディア企業
に勤める東

とう

井
い

孝
たか

允
みつ

さんが、グループを作った理
由を説明した。
「あの日は正月で、実家へ帰省していた人も多

かったと思う。僕もその一人で、両親たちを実
家に残して、後ろ髪を引かれる思いで東京へ戻っ
た。それ以来、自分に何かできないかと行動し
てきた。出会った仲間たちと情報を共有、発信
できる場を作りたい」

一人ずつ自己紹介し、抱える状況について話
した。
「震災から月日がたって報道も減り、地元の情

報が本当に入ってこない」「被災した家の解体が
進んで、実家へ帰るたびに空き地がどんどん広
がっている」「東京で働いていても、能登のこと
ばかり考えてしまう」

同級生や親族、「東京輪島会」などで声をかけ
合い、集まった。車座では、こんな思いも語ら
れた。
「もともと年を取ったら故郷へ帰ろうと思って

いたけど、時期を早めようかと考えている」「得
意なことは、勉強することなので、何か力になり
たい」「いまこそ、つながるときなのではないかと
思う」

最も近しい関係人口たち
能登半島地震では、家屋を失い金沢市など都

市部での広域避難を余儀なくされる被災者が相
次いだ。

石川県の人口推計によると、地震で大きな被
害を受けた奥能登４市町は地震が起きた令和６
年１月時点で計５万5,213人が暮らしていたが、
令和７年８月時点では計４万8,600人と6,000人
以上減っている。

石川県は復興計画の最重点課題として、奥能
登と継続的に関わる関係人口の創出、拡大を掲
げた。人口流出に歯止めがかからない中、もと
もとの住民だけでなく、金沢や東京など都市部
の住民にも復興に関わってもらいたいためだが、
最も近しい関係人口は、能登を離れ東京などで
働く出身者たちだ。

穴水町出身の東井さんは「この会が能登に関
わりのある人のプラットホームになって、さまざ
まな課題解決への『人材バンク』になれたらいい」
と話す。実際、災害からの復興の途上では、組織
の運営や行政への申請書の作成など、都市部で
働く人のスキルが求められる場面も少なくない。

この日集まっただけでも、公務員から建築設
計事務所勤務、システムエンジニア、僧侶、看護
師、テレビディレクター、人材ベンチャー、在宅
マッサージ、コンサル会社、物流会社と、まさに

「人材バンク」だった。
能登ヨバレのメンバーは現在、30～40代を中

心に120人以上。出身者以外の関係人口も参加
している。「ふるさとの復興のために、つながり
を作り、力を合わせられる場所にしたい」。そし
て、息の長い復興支援へつなげていきたいという。

東井孝允さん（左）と上入佐慶太さん。能登半島地震をきっかけ
に、つながりが生まれたという（令和６年６月、東京都大田区）
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令和７年２月26日、大船渡市で発生した大規模
な林野火災は、地域の消防団にとって未曾有の戦
いとなりました。火災は３月９日に鎮圧され、４月
７日にようやく鎮火が宣言されましたが、そこに至
るまで、最初の火災から約47日間、現場では昼夜
を問わぬ活動が続けられました。

今回の火災では、立て続けに３度の林野火災が
発生し、そのいずれもが平日の日中、しかも前回の

鎮圧から１時間も経たないうちに発生しました。
２月19日に大船渡市三陸町綾里地区で最初の

林野火災が発生し、続く２月25日には、陸前高田
市小友町で発生した林野火災が、隣接する大船渡
市末崎町へと延焼しました。いずれの火災も鎮圧
状態となっていた中、２月26日午後１時、大船渡
市赤崎町において３度目となる林野火災が発生。
強風にあおられて急速に延焼し、大規模な林野火

立て続けに発生した３件の火災

地図データ ©Google
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災へと発展、市内の広範囲に影響を及ぼす事態と
なりました。

消防団は、ほぼ全ての分団が出動しました。団
員は、日常の仕事を中断して連日現場へと急行し、
私もまた、現場から現場へと移動し、指揮を執り続
けました。３度目となる林野火災の現場は、海岸
部から山間部にかけて広範囲に及び、付近には複数
の集落も点在していたことから、消防団は大船渡消
防署および岩手県広域消防応援隊と連携し、火災
の延焼防止活動、各地域への避難広報および住民
の避難誘導、避難対象地域における安全確保の対
応を実施しました。

午後から吹き始めた強風の影響により、火勢は急
激に拡大し、発災からわずか1時間後に、最初の避
難指示が発令されました。その後、火災の拡大に
伴い、避難指示の対象地域は段階的に広がってい
きました。避難指示の出された地域においては、消
防団車両を安全な場所へ退避させるとともに、地域
住民へのさらなる避難誘導と、関係機関と連携し
た道路封鎖作業を実施しました。

また、林野火災においては消火用水の確保が困
難となり、水量が著しく不足する事態となったため、

近隣の漁港からポンプを用いて海水をくみ上げ、消
防署隊へ向けた長距離送水を実施しました。この
送水活動は、複数の中継拠点を設けるなどの工夫
を伴いながら、迅速に行うことができました。しか
し、時間が経つにつれ焼損範囲は広がり、日没を迎
えても火の勢いは衰えず、終息に向かう様子はあり
ませんでした。

団員たちは、約12時間におよぶ連続的な消火・
誘導活動に従事し、身体的・精神的疲労の限界に
近づいていました。２月26日午後10時頃、宮城
県および山形県から派遣された緊急消防援助隊が
現場に到着したことで、火災対応活動の一部を引
き継ぐ態勢が整いました。これにより、大船渡市消
防団は待機態勢へと移行しつつも、引き続き現場
支援・情報連携・後方支援などの役割を担い、完
全鎮圧・鎮火に向けた活動を継続しました。

連日の出動で心身の疲労が蓄積していた中でも、
団員たちは最後まで責務を全うしてくれました。若
い団員が多い中で、一連の火災を通して、送水技術
や無線伝達などのスキルが磨かれ、現場活動が向上
していくのを感じました。中には自らが被災した団
員もいましたが、それでも活動へのモチベーション

緊迫する夜間の活動の様子
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が落ちることなく、全ての団員が誇りを持って任務
に取り組んでくれたと思います。

また、本件対応を通じて、広域的な火災対応にお
ける相互連携の重要性、ならびに地域住民への迅
速な情報伝達と避難誘導の体制整備の必要性が改
めて認識されました。

今後に向けては、火災の発生を未然に防ぐための
取り組みに、これまで以上に力を入れてまいります。
火災の原因の多くは人為的なものであり、火入れや

野焼きについては事前の届け出をするといったルー
ルの徹底をはじめ、たばこのポイ捨てや家庭ごみの
野焼きといった行為の根絶を目指してまいります。

私たち消防団の強みは、地域に根差した活動がで
きることです。「自分たちのまちは、自分たちが守る」
という義勇愛郷の精神のもと、これからも地域の皆
さまと力を合わせて、火災のない、安全で安心して
暮らせるまちづくりを進めてまいりたいと考えてお
ります。

綾里小学校西側山林に延焼拡大する火災

活動方針を協議する消防団幹部
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はじめに
社会・産業のデジタル化が進む現代において、

スマートデバイスの普及、ソーシャルメディアの
活用やオンラインビジネスの拡大により、イン
ターネットトラフィックが増加し、全国的にデー
タセンターの需要が高まっている。

当消防本部管内においても、大手企業などが
進出し運用が開始され、今後も多くのデータセ
ンターが建設予定である。

そのような中、稼働中のデータセンター（UPS※

室）で火災が発生し、キュービクル式の蓄電池設
備１基が焼損、不活性ガス消火設備（窒素）が作
動するがそれだけで鎮火に至らず、火災発生か

ら鎮火までに７時間を要し、消火活動や関係者
との連携に苦慮した。

下記「消防活動面においての問題点」の解決
にあたり必要な検証実験を実施するためには、
当消防本部予防課だけでは困難であるため、現
場活動面を主管する指揮指令課、警防課と協力・
連携を図ることとした。
※�UPSとは、万が一停電が発生した際に非常発電機を稼働させ
るまでの間、蓄電池（無停電電源装置）からサーバー室へ電力
を供給するシステムである。

火災概要
出火日時：令和６年２月某日８時26分頃
出火場所：千葉県印西市内

「予防業務優良事例表彰」は、全国における各消防本部の予防業務の取組のうち他団体の模範となる優れたものを表
彰し、広く全国に紹介することにより、予防行政の意義や重要性を広く周知し予防部門のモチベーション向上を図る
とともに、各消防本部の業務改善に資することを目的として、消防庁において平成28年度に創設されたものである。
第９回の応募事例の中から、消防庁長官賞、優秀賞を受賞した事例について紹介する。

第９回　予防業務優良事例表彰

火災原因調査を警防活動へ
生かす取組 印西地区消防組合消防本部

焼損したキュービクルの状況 調査内容の共有
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火災種別：建物火災
死傷者等：なし
被害状況：�キュービクル式蓄電池設備が焼損し

た「ぼや火災」

消防活動面においての問題点について
本件火災について、当消防本部で協議した結

果、以下の問題点が浮かび上がった。
問題点１：�データセンターについての建物構造

や消防用設備等の知識が活動隊に
不足していたこと。

問題点２：�火災時における建物関係者や警備員
との連携が機能していなかったこと。

問題点３：�電気火災に関する有効的な消火活
動（方法）ができなかったこと。

上記の問題点を踏まえ、以下のとおり重点課
題を５つ定めた。

５つの重点課題と取組内容について
【課題１】

出火原因の究明と延焼メカニズムを特定する
こと。
⃝⃝課題１への取組

現場見分４回、鑑識調査９回及び検証実験３
回を電気設備設計・施工会社、バッテリー製造
会社、建物所有者、建物管理会社（以下、「各関
係機関」という。）と合同で実施した。

また、消防研究センターの技術支援を受け、
各関係機関及び現場活動を主管する警防課と合
同で消防研究センター大規模燃焼実験棟にて出
火メカニズムや消火方法等の検証実験を行った。

各関係機関と互いに情報共有と認識の統一を

図り疑問点を取り除きながら、すべての工程で
一つひとつ抜けのない調査を心掛けた。

焼損したキュービクル内には、８ボルト鉛蓄電
池（以下、「バッテリー」という。）が66個直列で
設置されており、キュービクル筐体から構成部
品を取り外し、接続配線や鉛蓄電池の焼損状況
を見分する。
⃝⃝現場見分での注意点

バッテリー配線の詳細な見分に必要な広いス
ペースを確保するため、UPS室から別室に焼損
物件を移動することとした。

しかし、１個あたり50キログラムのバッテリー
の搬送は困難であり、加えて焼損したバッテリー
容器は溶融し、バッテリー同士やキュービクルと
固着していたためそれらを取り外すだけでも時間
と労力を費やした。マンパワーのみに頼って搬
送するには限界があったことから、各関係機関
の協力を得て昇降装置と台車を使用した。

バッテリーの見分時には、電解液が希硫酸で
あることから皮膚等に付着しないように、感染
防護服や雨具及び帯電手袋を使用したが、作業
服の一部分は希硫酸で変色してしまった（皮膚
の炎症等は防ぐことができた）。

バッテリー内部の見分については、展開時に
電解液が漏れ出る可能性が高いことから処理能
力を有するバッテリー製造会社の工場にて実施
した。

【課題２】
活動隊への教養として、火災現場活動及び消

防用設備等の作動状況を共有し、さらにデータ
センターの構造や消防用設備等についての知識
を習得させること。

取り外したバッテリーの焼損状況 バッテリーの見分状況取り外した配線状況
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⃝⃝課題２への取組
当消防本部の活動検討会（指揮指令課主催）

において、火災時の活動内容を共有したのち、
予防課建築設備担当から建物構造、消防用設備
等の設置状況及び火災時の作動状況について、
危険物担当から地下タンクなどの危険物施設の
状況について、火災調査担当から火災調査内容
について中間報告を実施した。

また、火災原因調査終了後に、予防事務研修
会（予防課主催）を実施し、当消防本部職員及び
近隣消防本部職員を招いて出火原因及び効率的
な消火活動について情報共有を実施した。

【課題３】
建物関係者との緊急時連絡方法・連携の見

直しを実施すること。
⃝⃝課題３への取組

高セキュリティ区域への火災初動時の進入経
路、活動隊や警備員とのドッキングポイント及
び災害情報収集場所を見直した。さらに電気設
備業者や消防設備業者など消火活動に必要な関
係者の早期確保へ向けた協議を各関係機関と実

施した。
また、消火活動時の連携に向けた注意点や活

動内容の確認を実施した。
【課題４】

類似火災発生時の消火方法の確立をすること。
⃝⃝課題４への取組
「鉛蓄電池火災の消火方法」（粉末消火器、二

酸化炭素消火器、強化液消火器、エアゾール簡
易消火器具、水消火）について、現場活動を主管
する警防課及び各関係機関の協力、また、消防
研究センターの技術支援により、その有効性や
手段について検証を実施した。

【課題５】
再発防止対策を図ること。

⃝⃝課題５への取組
すべての調査・検証結果を基に各関係機関と

検討を重ね、出火原因と延焼メカニズムの２点
について、再発防止対策の検討を実施した。

各課題における成果
【成果１】

出火原因の究明と延焼メカニズムを特定する
ことができた。

出火原因は、一部のバッテリー容器が強度不
足により、搬送時や設置（据付）時などの衝撃で
ヒビが入りバッテリー液が漏れ出してしまうこと
が判明した。

バッテリー液が漏れ出た状態で、キュービク
ルが稼働しているとキュービクル内のラックに使
用しているビスを介して地絡経路ができ、バッテ
リー液が漏れ出たバッテリー下部付近から出火
した。

バッテリーセルの展開状況

予防事務研修会の様子

負極板、セパレータ、正極板バッテリーの焼損・液漏れ状況
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その後、延焼が進行していく中で、直列に接
続しているバッテリーの配線間で短絡し配線間
が溶着したことでバッテリー（66個中36個）の
ループ回路（短絡回路）ができ電流が流れ続けて
いる間、バッテリーが燃え続ける状況となった。
そのため何度消火しても断続的に炎が噴き出し
鎮火することができなかった。

本件のように一たびループ回路が形成される
と、ループ回路を切断（離線）しなければバッテ
リー電圧がなくなるまで何度消火を試みても同
じことの繰り返しなってしまう。また、電圧がな
くなるまで放置すれば延焼拡大要因となる。そ
のため、ループ回路を早期に切断するために「電
気主任技術者」など電気工事作業に精通した者
に切断作業を依頼する必要がある。

本件では、切断作業者（電気主任技術者等）の
安全を確保するため、防火衣、呼吸器を着装し、
消防職員が安全管理を行い、切断作業（離線）を
依頼したことで鎮火に至った。

【成果２】
活動隊へデータセンターでの現場活動情報を

共有し、教養を実施したことにより建物構造や
消防用設備等についての知識を深められた。ま
た、近隣消防本部とも情報を共有することで災
害時の連携強化を図った。

【成果３】
実火災をもとに、消防隊の進入経路や災害時

に必要な情報など各関係機関と調整し、緊急時
の連絡方法や消火活動の協力体制などを見直
し、より実効性の高い消防計画へ更新すること

ができた。
⃝⃝火災初動時の進入経路確立について

有事の際に区画責任者への連絡系統を明確化
し、高セキュリティ区域への早期アクセスを確立
した。また、夜間時における任務分担を明確化
し早期対応と連携を強化した。
⃝⃝災害時の情報収集場所の見直しについて

建物が大規模であるため警備員も初期消火活
動や情報収集において広範囲にわたり活動する
こととなるが、消防隊と初動対応を実施した警
備員等とのドッキングポイントを現場前進指揮
所ではなく、安全の確保ができる防災センターと
し、災害情報収集場所を再度統一した。

●�電気・消防設備業者など消火活動に必要な関
係者の早期確保について
関係業者の任務を明確化し、夜間時の対応を

強化した。また、電気設備の遮断などのフロー
チャートを作成し、迅速な対応を計画した。
⃝⃝検証実験について

各関係機関と合同で検証実験を実施し、消火
活動時の連携に向けた注意点や活動内容の確認
を実施した。

【成果４】　
検証実験（再現実験）を通じて、類似事案発

生時における各関係機関との連携・消火方法及
び蓄電池火災を安全に終息させる手段を確立で
きた。

粉末消火器、二酸化炭素消火器、強化液消火
器、エアゾール簡易消火器具、水消火を実施し
た結果、一時的には炎が小さくなる場合も認め

検電時の状況 消火活動の状況
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られたが、本件は、短絡回路ができていたため、
どれも効果的な消火には至らなかった。
⃝⃝消火活動での注意点

霧状の水を放射する消火器等については、電
気設備に対応しており初期消火時などにおいて
有効であると考えるが、今回消火検証を実施し
たところ、消火作業中にスパークが発生するな
ど危険を感じることがあった。また、水系の消
火薬剤を大量に使用すると、不純物を含む水分
が床などに溜まって、消火隊員の感電リスクが
高まることがあるので注意が必要だと感じた。

【成果５】
火災原因調査の結果、バッテリー（鉛蓄電池）

の製造工程において不具合が判明し、不具合の
可能性のある対象期間に製造されたバッテリー
をメーカーにより自主回収している（対象のバッ
テリー4,220個中4,176個を回収、令和７年３月31
日現在、全体の約99％を回収）。バッテリー製造
工程の不具合を見直し、再発防止対策を講じる
ことができた。

具体的な対策としては、バッテリー容器を成
形する工程において、ペレット（バッテリー容器
の原料）の乾燥不足によって生じた内部の気泡が
原因となり容器の強度不足につながっていたこ
とから、乾燥工程を見直し、さらにバッテリー容
器の成形前にペレットの乾燥状況がメーカーの
基準値に達しているかを確認できるようにした。

キュービクル式鉛蓄電池のラック構造を見直
し、改善対策を施したラックを令和７年３月か

ら新規設置場所に採用している。
ラック構造の改善対策は、以下のとおり

・�バッテリーの液漏れによる地絡経路の発生し
にくい構造へ変更

・�バッテリー液がラック内に溜まらない構造へ
変更

・�バッテリーケーブルへ耐火処理を実施し、短
絡経路の発生しにくい構造へ変更
バッテリー製造上の問題点を見直ししただけ

でなく、バッテリーラックの構造も変更したこと
により、万が一バッテリーの液が漏れたとしても、
同様の火災が発生しにくい構造にすることがで
きた。

おわりに
本件は、消防研究センターの技術支援をはじ

め、各関係機関の連携・協力無くしては、ここ
までの成果を出すことができなかった事案であ
る。また、当消防本部の指揮指令課、警防課の
警防活動面の協力はもとより、旅費や臨時的な
調査資機材の購入など総務課の協力も欠かせな
かった。各課のバックアップに感謝する。

近年、技術の進歩や複雑・多様化、さらに建
築物等が大規模化していく社会情勢の中で、災
害時において各課の連携の重要性を再認識した
事例であり、今回の検証結果を踏まえ、火災調
査を出火原因の究明や再発防止対策とともに、
災害時、消防隊が安全に活動できるような警防
活動面に活かす取組について邁進していく。

消火中のスパーク状況 消火活動の状況
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広げよう！防火の輪
〈将来の保育者と予防広報〉 岡山市消防局

はじめに
当局では火災調査結果を分析し、予防広報に

つなげるという循環を意識した広報を実施して
いる。その広報ツールの一つとして、当局が令
和元年度に作成した「防火カードゲーム」を活
用している。防火カードゲームとは、管内の住
宅火災で多い発火源、経過、着火物、出火箇所、
初期消火を絵で表したカード３～５種類で構成
されており、カードを並べ替えることにより火災
発生から消火までのストーリーを学べるものであ
る。この防火カードゲームをさらに活用してい
くため、幼児教育関係学科を有する大学と協力
して、幼児向け防火カードゲームとしてマニュア
ルを作成した。そして消防職員により大学等で

防火カードゲームの遊び方を含む防火に関する
授業を継続して実施している。

幼児向け防火カードゲームのマニュアルを作成
令和３年度に岡山市と学校法人中国学園で

「火災予防を目的とした連携に関する協定」を
締結し、防火カードゲームを幼児向けに遊べる
ように、中国学園中国短期大学保育学科の学生
と合同で幼児向け遊び方マニュアルを作成した

（図１）。

大学・短期大学で防火に関する授業を実施
防火カードゲームをさらに広めるため、令和４

年度から岡山市と包括連携協定を締結している

「予防業務優良事例表彰」は、全国における各消防本部の予防業務の取組のうち他団体の模範となる優れたものを表
彰し、広く全国に紹介することにより、予防行政の意義や重要性を広く周知し予防部門のモチベーション向上を図る
とともに、各消防本部の業務改善に資することを目的として、消防庁において平成28年度に創設されたものである。
第９回の応募事例の中から、消防庁長官賞、優秀賞を受賞した事例について紹介する。

第９回　予防業務優良事例表彰

写真１　防火カードゲーム
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幼児教育関係学科を有する大学等の学生に対し
防火カードゲームの遊び方を含めた防火に関す
る授業を実施した（写真２）。また、防火カード
ゲームは当局管内の各幼稚園、保育園、こども
園にも紹介し、配布している。

学生による予防広報
授業で防火知識や防火カードゲームをマス

ターした学生の実践の場として、希望者には当
局の実施する予防広報にボランティアとして参

図１　遊び方マニュアル

加してもらえるよう大学側と調整した。学生た
ちは実際に未就学児や小学生たちが来場するよ
うなイベント、自治会等で開催する防災イベン
トのブース、幼年消防クラブでの広報など、多岐
にわたって参加し広報を実施した。

さらに岡山市消防団では令和６年度から広報
に特化した学生団員が活躍できる「機能別団員
制度」を開始した。令和６年度からは授業の中
で機能別団員についての紹介、説明も実施した。

成果
①直接的効果

防火カードゲームの遊び方を含む防火に関す
る授業は、令和４年度から令和６年度まで年間
４～５大学・短期大学で合計821人に対し実施
した。学生からは「就職後は子どもたちに防火
カードを使いたい」「子どもたちにも今日学んだ
ことを教えていこうと思った」といった感想が
あった。

消防職員が学生に対し直接授業を実施するこ
とにより学生自身の防火意識の向上が見られた。
②間接的効果

イベント等での予防広報は令和４年度から令
和６年度までの３年間で計24回のイベントに６
大学・短期大学から133人の学生がボランティア
として参加した。防火カードゲームを通じた啓
発をはじめ、住宅用火災警報器の広報や住宅火
災に関するパンフレットの説明など授業で学んだ
ことを生かし、多岐にわたり活動を展開した。学
生自身が実践をとおして火災予防について普及

写真２　授業の様子 写真３　ボランティアの様子
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活動をすることでさらに知識が定着することが期
待できる。参加した学生からは「授業で習った
カードゲームを実際に使えた」「子どもたちとカー
ドゲームが楽しかった」といった感想があった。

また、学生同士のつながりで当授業を受けて
いない他の学部や学科の学生と一緒に参加する
例も多く見られた（写真３）。
③拡がり

一部の大学、短期大学ではこども園等での実
習の機会に学生主体となって防火カードゲーム
を実施した。消防職員が携わらなくても学生
が子どもたちに防火教育を実践できることがわ
かった。

また、防火に関する授業やボランティアを経
験することにより防火の普及に興味を抱いた学
生も見られ、中には機能別団員へ入団を希望す
る学生もいた。ボランティアを経験し機能別団
員として入団した学生は13人である。

防火に関する授業や実習、消防職員との広報
活動をとおして、学生の防火意識の向上や保育
者としての防火の知識を習得するなど本来の目

的のほか、消防団員や消防職員の仕事に対する
理解、関心が深まるなどの効果があることがわ
かった。

おわりに
防火カードゲームは第４回予防業務優良事

例表彰「 予防広報までの『循環』を意識した
火災調査の分析事例」として紹介した予防広報
ツールである。今回の事例はこの取り組みを継
続、発展させたものである。

防火教育を受けた学生には、卒業、就職後も
消防のステークホルダーとして子どもたちに対
し、主体的に防火教育を実施していくことを期
待している。

今後も、大学等での授業を継続しブラッシュ
アップしていくとともに、各園での使用実績やア
ンケートなどを行い効果の検証を継続していく。
また、保育者だけではなく小中学校や放課後児
童支援員など各教育機関へも展開し、日常に防
火を落とし込めるようにしていきたい（図２）。

図２　広がる防火の輪

https://www.fesc.or.jp/monthly-fesc/api/magazines/153/pdf#page=22
https://www.fesc.or.jp/monthly-fesc/api/magazines/153/pdf#page=22
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はじめに
広島市は県西部に位置し、北は緑豊かな山々

と、南は６本の川に囲まれた政令指定都市である。
広島市消防局（以下「当局」という。）は、令和

７年４月１日現在、広島市のほか、安芸郡海田
町、熊野町、坂町、山県郡安芸太田町及び廿日
市市吉和地区の消防事務を受託しており、管轄
面積は約1,457㎢、管轄人口は約124万人である。
消防職員1,358名、１局、８消防署、32出張所で
構成されており、救急救命士の育成を目的とし
た養成所や市民向けの研修施設である総合防災
センターも備えている。

また、令和３年４月に、特殊消防隊の活躍を
描いたアニメ「炎炎ノ消防隊」をオマージュした
映像で当局のPR動画を作成し、YouTubeに公
開しているので、是非ご覧いただきたい。

予防業務においては、市民の安心・安全なま

ちづくりを目指し、消防局と各消防署の予防課
を中心に、防火対象物への定期的な立入検査や
違反是正指導を行っている。

特に、重大な法令違反については、建物利用
者の安全と財産を火災から守るため、徹底した
是正指導に取り組んでいるところである。

本稿では、建物５階共用部分に壁や床などの
造作が施され、唯一の屋内階段が通行できない
状態となり、消防活動に重大な支障が生じてい
たため、消防法（以下「法」という。）第５条第１
項に基づく火災予防措置命令を発し、是正され
た事例を紹介する。

消防法第５条第１項に基づく火災予防措置命令
唯一の屋内階段を閉鎖した
非特定防火対象物の違反是正

広島市消防局予防課違反是正係 主任  松田光雄

公式PR動画
「広島ノ消防隊」特殊能力者、現る。

https://www.youtube.com/watch?v=dixIHHPVxy4
https://www.youtube.com/watch?v=dixIHHPVxy4
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防火対象物の概要
用途：複合用途防火対象物（16項ロ）
構造：�地上５階建て耐火構造、建築面積約80㎡、

延べ面積約400㎡、屋内階段１系統
各階用途：　�１階駐車場（共同住宅用）、２階～

４階共同住宅、５階事務所
消防用設備：�１階誘導灯設置、各階消火器設置

指導経過

※１　指導事項：５階の消火器の型式失効
※２　�警告事項：「令和６年５月８日までに、５階共用部を消防完

成検査当時の状況に復し、又は関係法令に基づき消防活
動上支障がない状態に改修すること。」

※３　命令事項の履行期限：令和７年２月18日（180日間）

固定はしごと閉鎖箇所の状況４階共用部の状況４階平面図

令和５年10月 立入検査により当該違反事項
を確認

令和６年１月

違反処理を見据えて再度立入
検査を実施

違反処理（警告）の決定

区役所建築課（以下「建築課」
という。）と合同で実況見分（共
用部）を実施

２月 立入検査結果通知書※１及び警
告書※２を交付

４月

建物所有者（代表取締役及び取
締役）に対する質問聴取を実施

２回目の実況見分（共用部・５
階事務所内）を実施

５月 警告事項の履行期限到来

５月

建築課と合同で違反の継続を
確認

建築課が建築基準法違反につ
いて文書指導を実施

６月 弁明の機会の付与通知書を交
付（提出期限７月８日）

７月
弁明書の提出

「違反是正推進に係る弁護士事
業」を活用

８月
違反処理（命令）を決定

所有者に命令書※３を直接交
付。同日、公示を実施

９月
現地において、所有者、管理会
社、建築士及び建築課と工事
内容の確認を実施

10月

所有者から建築課あて「改善
完了報告書」が提出

建築課合同による現地検査を
実施し、消防活動上支障がない
状態を確認。違反処理を完結
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違反処理（警告）の決定
当該防火対象物は、平成14年11月に建築さ

れた。
令和５年10月16日に実施した立入検査におい

て、５階共用部の床及び壁等の造作により、避
難経路として機能すべき階段及び廊下が専有ス
ペース化され、通行できない状態になっていた。

４階から５階への移動は、造作時に設けられ
た約40㎝四方の開口部を通じた固定梯子又はエ
レベーターの利用に限定され、階段本来の避難
経路としての機能を失っていた。

建築基準法令上は、建築基準法施行令第112
条第11項（竪穴区画）及び同第120条（直通階段）
違反に該当する状態が明確であった。

５階は事務所用途で利用者数が限定的であ

り、固定梯子を使用して４階に避難することは
可能であるが、開口部は極めて狭く、消防活動
時に隊員が持ち込む資機材やホースラインの展
開において進入するルートとしては、全く使用で
きないことから、消防活動上重大な支障が生じ
ている状態であった。

また、隣接建物からの進入は構造上不可能で
あり、はしご車による進入も架線障害により阻
まれることから、消防隊が５階へ進入するために
は、造作された床材を見上げた状態で、エンジ
ンカッター等での破壊に限られる状況であった。
しかし、火災時においては煙や熱による視界不
良等、制限がある中でこのような破壊作業は非
常に困難であり、火災による被害の軽減を図る
ことができない。

新築時５階平面図

５階EV前共用部の状況

令和６年１月 ５階平面図

40㎝四方の開口部

占有部分事務所
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『逐条解説消防法［第五版］』（東京法令出版株
式会社）によれば、法第５条第１項に係る「消火、
避難その他の消防の活動に支障になると認める
場合」（第３条第１項の解釈参考）とは、「いずれ
も命令権者の認定に委ねられるが、周囲の状況
…を勘案して、個別的、具体的な危険又は支障
が認められる必要があるが、必ずしも現実的な火
災危険があることを要するものではなく、火災予
防について専門的な知識、経験を有する立場か
ら、過去の事例等を参考に、個別的な状況から
合理的に判断して具体的な火災危険性があると
認められれば足りる」とされている。

また、平成14年11月以降の当該建物の改築等
情報の有無を確認し、改築等の情報はないこと
を建築課に確認したことから、法第５条第１項
ただし書に該当する事実はないことを確認した。

以上の状況を踏まえて、「火災発生時の消防活
動に重大な支障を生じている」と判断し、令和
６年２月８日、法第５条第１項に基づく火災予
防措置命令を前提とした警告書を交付した。

命令の発動
【質問聴取】

調査の結果、この造作は現所有者によるもの
ではなく、建築当初の所有者が実施した可能性
が高いことが判明した。現所有者は造作箇所を
知らずに建物を購入しており、違反状態につい
ては認識がなかった。とはいえ、現所有者は建
物の処分権を有しているため、その責任を逃れる

ことはできず、消防法上の命令の対象となり得
る立場にある。

問題の５階部分は法人事務所の占有室内であ
り、床及び壁等の改修には占有者の承諾が必要
で、これまで拡張されていた事務所内の室内が共
用部に戻るため、執務スペースが狭まり事業運営
上の支障が生じる状況であった。また、当初の
賃貸契約と内容が変わることになるため、毎月の
賃貸料や工事期間中の保証金等について、所有
者と協議して折り合いをつける必要があった。

所有者は占有者に対し工事協力を依頼した
が、占有者は「工事期間中の事業停止による損
失補償」や「保証金や迷惑料の支払い」等を条
件に掲げ、交渉は平行線をたどった。

その後、何度か直接交渉を繰り返すも、所有
者・占有者間の保証金等の交渉は長期化し、是
正の見通しは立たない状況が続いた。

【実況見分】
令和６年４月23日に２回目の実況見分を行

い、５階の事務所内や閉鎖箇所を詳しく見分し、
また消防隊の進入ができない状態をより明らか
にした。

【命令の決定】
令和６年５月８日、警告の履行期限を迎えた

が、違反状態は継続していた。所有者・占有者
間の保証金等の交渉は依然としてまとまらない。

令和６年６月４日、所有者に「弁明の機会の
付与通知書」を交付し、提出期限を令和６年７
月８日と設定した。これを受けて、令和６年６

実況見分の状況

・40㎝四方の開口部
・コンクリート蓋約20㎏

・蓋を閉めた状態では４階から押し上げることは困難
・開けた状態では進入可能
・空気呼吸器着装では不可
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月10日、所有者は弁護士と委任契約を締結し、
保証金交渉を含む示談交渉を開始した。

令和６年７月３日に弁明書が提出され、その
内容には、示談交渉で解決の見通しが立たず、
民事調停に移行する旨が記載されていた。

令和６年７月13日、命令の手続きの中で、現
所有者が違反行為者ではない点、命令の履行期
限の設定、民事調停を理由とした処分の中止又
は留保の可否といった課題を整理するため、「違
反是正推進に係る弁護士事業」を活用し、専門
的な見解を求めた。

弁護士への質問事項及び回答（一部抜粋）

質問事項①
「違反処理標準マニュアルには、弁明書提
出後には命令の妥当性の有無の判断を行
い、無い場合は命令の中止とある。命令の
中止とする場合には、弁明書の内容又は進
捗状況において、当該違反が改修される具
体的な見込み（例：改修工事業者との契約
等）又は、火災危険の低減（例：５階占有
者退去等）がない限り中止の判断はないと
思慮するが、民事調停等を考慮して命令の
中止をすることは可能なのか。」
回答①

「特に命令を中止する要素はないと思いま
す。時間はかかるにせよ、所有者に正当な
所有権原があるなら、訴訟等で共有部分

の不法占有を排除させる確定判決が得ら
れ、強制執行により不法占拠部分を原状
回復させる見込みはあると思われるからで
す。また、それも待てないという事態のた
めの法第３条第４項で代執行を予定して
いることから、例えば一部でも階段部分が
通れるようになったなど、危険性が相当程
度低下しない限りは、命令は維持すべきと
考えます。」

質問事項②
「命令書の履行期限の設定について、本命
令（防火対象物改修除去等措置命令「法第
５条第１項」）の趣旨（公益優先の見地か
ら、一部関係者の権利を犠牲にしても予防
行政の目的達成に万全を期す）からして、
改修工事に最低限必要な期間を３か月間
として、警告書の履行期限同様に設定する
べきか。または、弁明書に記載されている
内容を十分に斟酌し、民事調停等に進展す
ることを見据えた６か月から１年間、さら
には１年以上とした期間を設定することは
可能であるのか。」
回答②

「期間設定は、様々な考え方がありますの
で、いずれの考え方も妥当であると考えま
す。また、第三の考え方があれば、それも
検討すべきです。」

４階　工事前 ４階　工事前工事後 工事後
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令和６年８月８日、行政処分の妥当性を確保
するため、法第５条第１項の要件、留保要件（社
会通念上妥当な理由等）、警察比例の原則、また、
関係者間の事情等について、関係法令や判例の
ほか、弁護士の見解も踏まえた検討を行った結
果、命令を発することを決定した。

令和６年８月22日、違反建物において所有者
に命令書を直接交付し、同日、公示を実施した。
⃝命令事項　

令和７年２月18日までに、５階共用部を消防
完成検査当時の状況に復し、又は関係法令に基
づき消防活動上支障がない状態に改修すること。
⃝命令理由

上記防火対象物は、５階共用部に壁及び床板
等が造作されて唯一の屋内階段が通行できない
状態であり、５階での消防活動に重大な支障が
生じると認められるため。

改修工事の実施と命令の効力消滅
命令書交付後、工事の承諾を占有者から得る

ことができた旨、所有者から報告があった。
所有者によると、弁護士を通じて民事調停や

訴訟を示唆した段階で、占有者が工事を承諾し
たとのことであった。

令和６年９月２日、所有者、管理会社、建築
士、建築課と現地で工事内容を確認し、工事期
間が令和６年10月末まで及ぶことを確認した。

令和６年10月１日、所有者から「改善完了報
告書」が提出され、令和６年10月３日には建築

課により書類審査の結果、建築基準法に適合し
たとの報告を受けた。

令和６年10月７日、建築課と合同で現地検査
を実施し、消防活動上支障がない状態を確認し
た。命令事項は履行期限内に履行され、命令の
効力は消滅した。同日、公示の撤去を行い、違
反処理を完結した。

まとめと教訓
本事例では、唯一の屋内階段が閉鎖され、５

階での消防活動に重大な支障が生じている違反
建物に対して、段階的な指導を行い、最終的に
は法第５条第１項に基づく火災予防措置命令を
発した。

違反処理を進めたことで、所有者が違反建物
の危険性を十分に理解し、占有者との民事調停
や訴訟を見据えた本格的な交渉を開始したこと
が解決の糸口となった。

本命令は、公益を優先する観点から、関係者
の権利を一部制約しても、予防行政の目的達成
に万全を期すため、火災予防措置命令を発した
事例であり、行政処分によらなければ是正され
ず、危険な状態が継続していたと考えられる。

これにより、健全な建物へと復元され、災害発
生前に建物利用者の安全と財産を守ることがで
き、火災予防における行政処分の有効性を示す
事例となった。

今後、類似事案に対処する際の参考事例とな
れば幸いである。

５階EV前共用部　工事前 ５階廊下工事後
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横浜市民防災センターで“楽しく学ぶ”自助・共助
の知恵

横浜駅から徒歩10分。都会の喧騒を抜けた先にあ
る「横浜市民防災センター」。ここは、ただの展示施
設ではない。地震や火災、風水害など、実際に起こ
りうる災害を“体験”しながら学べる、防災学習の拠
点である。

横浜市消防局が所管する横浜市民防災センター
は、防災体験施設としての役割のほかに、横浜市内
全域のNBC災害等の特殊災害に対応する「機動特
殊災害対応隊」の活動拠点、音楽を通じて幅広い広
報活動を行う横浜市消防音楽隊の活動拠点として
も知られている。
「楽しく学んでしっかり備える」。そんなコンセプ

トのもと、横浜市民防災センターではこどもから大
人まで、誰もが防災の知識と行動力を身につけられ
るよう工夫が凝らされている。防災の知識を身につ
けることは、災害時に自分や自分の家族を守るため
に非常に重要である。地震や火災、風水害などの災
害を疑似体験することで、実際の災害時にどのよう
に行動すべきかを学ぶことができる。

体験できるのは、大まかに２種類。「地震・火災
体験ツアー」と「風水害体験ツアー」だ。ガイドが
付き、詳しい解説を聞きながら体験することができ
る。さらに詳しく防災について体験をしたい人向け
に、災害時に役立つ知識が身につく７種類のプログ
ラムも体験することができる。

横浜市民防災センター
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は、消火器の使い方を学び、初期消火の重要性を実
感する。模擬火災に対して実際に訓練用の消火器で
噴射する訓練も行われる。火元を狙う角度、距離、
タイミング。全てが生死を左右する要素であること
を、体験を通じて理解できる。

さらに、煙が充満する避難通路を進む「煙避難体
験」では、視界が遮られ、呼吸がしづらくなる状況を
再現。参加者は、ハンカチで口元を覆いながら、壁
伝いに出口を探す。ここで最も重要なのは、煙の怖
さを知ることにとどまらず、実際の火災で誰もが冷
静でいられない、そんな状況下でどう行動すれば命
を守れるかを、身体で覚えることなのだ。

60分の体験ツアーの締めくくりとなる減災トレー
ニングルーム。地震が起きた瞬間、あなたはどう動
くか。火災が発生したら、どこへ逃げるか。災害時
に必要なのは、知識だけではない。瞬時の判断と、
正しい行動力。それを養うための場所がこの減災ト
レーニングルームである。

この部屋では、さまざまな災害時のシナリオに沿っ
た模擬訓練が行われる。住宅を再現した一室にグ
ループで入ると、プロジェクションマッピングと音を
利用した災害の疑似体験が始まる。地震・火災体
験ツアーで学んできたことをもとに、実際に自分の
判断で災害時の初期対応を行う。

見る、揺れる、そして学ぶ――体感する“災害のリ
アル”

……「もしも」の瞬間、あなたはどう動くか。
この施設ではそんな問いに真正面から向き合える

体験ツアーが用意されている。その代表格が「地震・
火災体験ツアー」だ。このツアーは、災害の恐ろし
さを“知識”として得るのではなく“体感”して学ぶこ
とを目的としている。

災害は突然やってくる。だが、私たちはその「瞬間」
をどれだけリアルに想像できているだろう？

そんな問いに答えるために設けられた180度の大型
スクリーンが搭載されている災害シアターでは、没
入型の映像体験をすることができる。
「災害は遠い世界の話ではない」。そう気づかせて

くれる災害シアターは、家族連れにも、企業研修に
も、そして防災初心者にもおすすめのコンテンツで
ある。

震度７の揺れを再現する地震シミュレーターでは、
映像と装置を駆使して、家具が倒れ足元が不安定に
なる状況をリアルに再現。参加者は、ただ揺れを感
じるだけでなく、揺れの中で自分がどのような状態
に置かれるか、体感をした上でその時にどのように
動くかを考えることができる。

続いて体験するのは火災。火災シミュレーターで

横浜市消防音楽隊
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横浜市民防災センターが伝えたい「自助と共助」。
同じグループ内にけがをした方はいないか？　全員
そろって避難できているか？　ときには自分の対応
のみならず、周りが見えているか、ガイドの指示に従
いながら気づき、学んでいく。単なる座学では得ら
れない、身体を使った学びがここにはある。

60分間ガイドが丁寧に説明しながら進行するた
め、こどもから高齢者まで安心して参加できる。参
加者からも「知らなかったことが多かった」「実際に
体験することで意識が変わった」という声がよく聞
かれる。

このツアーは、単なる防災教育ではない。災害時
に「自分の命を守る力」を養うための、実践的なト
レーニングなのだ。風水害体験ツアーやそのほかの
体験プログラムについても、同様に災害時の備えに
ついて身をもって体験・学習することができる。自
分の住んでいる地域のハザードマップを調べ、起こ
りうる災害に合わせて体験をしてもらいたい。

全国初・マンション防災コーナー
令和６年４月、横浜市民防災センターに全国に先

駆けてマンション防災コーナーが誕生した。その背
景としては都市部特有の事情がある。共同住宅に住
む一般世帯の割合は全国平均が約４割に対して、横
浜市内では約６割を占めている。地域に沿った状況
に一刻も早く対応するため、横浜市民防災センター
が動いた。

コーナー名は「ダイワハウス presents マンション
防災考えるーム」。その名のとおり、大和ハウス工業
株式会社（大阪）と横浜市が連携協定を締結し、４
人家族が住むマンションの居室内をイメージしたモ
デルルームを製作し、防火防災の観点から必要とな
る設備等を設置することで、２方向避難や備蓄の重
要性を伝えるものとなっている。
――避難ハッチの設置。避難ハッチの蓋には、チャ

イルドロックが掛かっていることはご存知だろうか？
こどもの転落防止に有効であるが、災害時に慌てて
いると、ロックされていることに気づかずに蓋を開け
られない。平時に開ける動作を一度でも体験してい
れば、とっさの時に使用が可能である。

また、日常ではまず使用している様子を見かける
機会のない避難はしごにぶら下がる体験ができる。

火災シミュレーター 減災トレーニングルーム

災害シアター 地震シミュレーター
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裸足で乗ると足の裏が非常に痛く、逃げづらい。そ
んな体験を通じて、ベランダにスニーカー等を用意
しておく必要性を感じるのではないだろうか。

現在は、マンション住民向けと管理組合向けの２
つのシナリオを作成し、体験プログラムとして運用
をしている。また、自治会や管理組合向けの防災グッ
ズや資料も充実しており、共同住宅における防災の
啓発にも役立っている。「自宅が安全とは限らない」。
そんな気づきを与えてくれるこのコーナーは、マン
ションに住む全ての人にとって、見逃せない学びの
場である。

地域とつながる防災教育
年間約８万人以上が訪れるこの施設は、学校の校

外学習や企業の研修にも利用され、地域防災のハブ
としての役割を果たしている。親子向けの防災イベ

ントなど、全世代楽しみながら学べるイベントも多
数開催。防災というと堅い印象をもつ人も少なくな
い。どんなきっかけでも構わない。自分の身を、大
切な人を守るために防災について少しでも身近に感
じて、興味を持ってもらうために多岐にわたってイベ
ント企画を行っている。

災害はいつ、どこで起こるかわからない。だからこ
そ、日頃の備えが大切である。横浜市唯一の体験型
防災学習施設、横浜市民防災センターは、そんな「備
え」を、楽しく、そしてリアルに体験できる場所。家
族での週末のお出かけ先としても、企業研修の場と
しても、ぜひ一度訪れてみてはいかがだろうか。

ダイワハウス presents マンション防災考えるーム

避難ハッチ開放の様子

ぶら下がりの様子

備蓄ウォール コンロ火災の啓発

横浜市民防災センター
公式ホームページ	 https://bo-sai.city.yokohama.lg.jp/

https://bo-sai.city.yokohama.lg.jp/
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り3.3kNにすべり面１ｍ当たり1.3kNを加えた値に自
重、風圧力、地震力、積雪荷重に耐えられる強度を
求めています。どちらも設置時及び使用時の安全性
については充分に検討されており、安心して使用で
きるようになっています。

2025年８月現在型式認定を取得しているすべり台
は14社115型式ありますが、この14社の中には遊具も
同様に製造している製造者も多く、専門業者の多い
避難設備製造者の中でも特殊な存在となっています。

避難器具としてのすべり台は、建築基準法におけ
る床面積の算定には通常含まれません。床面積は、
建物の各階の壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平
投影面積を指し、避難器具はこれに含まれないため
です。

避難器具としてのすべり台の形状として、直線式
とらせん式があり、設置環境に応じて選択されてい
ます。直線式のバリエーションで滑降面がカーブし
ているカーブ式（曲線式）という製品もあります。

直線式は原則的に２階用です。勾配角度は基準で
は30度前後ですから、階高が５ｍとすると10m程度
の敷地が必要となり、それ以上の階高となった場合
はさらに広大の敷地が必要となるため、現実的には
設置は難しいでしょう。では３階建てで直線式を設
置したい場合はどうするのか、筆者の知る限りでは３
階から２階、２階から１階といった形で直線式が設
置されている病院の例があります。立面図で見ると
ちょうどエスカレーターが各階にあるようなイメージ
で、設計された方のご苦労が忍ばれます。すべり底
面は板状のものとパイプ状のものがあり、パイプ状の
ものは砂などの堆積物が溜まりにくくなっています。

直線式のバリエーションであるカーブ式（曲線式）
はすべり方向の敷地が狭い場合に、すべり面の途中
または出口部分をカーブさせ、敷地に降下させるも
ので、言われて見ればなるほどと思いますが初めて見
たときは「へえー」と感嘆したことを覚えています。

三田村二郎と申します。今回はすべり台について
お話しいたします。

すべり台はその文言の通り、滑りおりるための器
具です。遊具としてのすべり台と避難器具としての
すべり台は、外見や構造が似ていても適用される法
規や設計基準が大きく異なります。遊具は主に公園
や園庭などで日常的な遊びを目的として設置されて
おり、建築基準法や消防法による規制対象ではあり
ません。すべり台の強度は、利用者が安全に遊べる
ように設計されており、通常は国際規格（EN1176、
ASTM F1487など）の要求を満たすよう作られてい
ます。これらの基準では、想定される最大使用者体
重（一般的に子ども１～２名分）や、複数人が同時に
乗った場合の荷重、さらに遊具の使用時にかかる動
的荷重（勢いよく滑る、飛び乗るなど）に耐えられる
強度を求めています。

一方、避難器具としてのすべり台は、「避難器具
の基準」（昭和53年３月13日消防庁告示第１号、以
下「基準」）及び「避難器具の設置及び維持に関する
技術上の基準の細目」（平成８年４月16日消防庁告
示第２号）により基準が示されており、登録認定機
関による認定が実施されています。想定される荷重
は複合的に求められており、踊場の床面積１㎡当た

カーブ式すべり台の例
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み上げる必要があるので、その部分の修繕だけで高
額となる可能性も考えられます。筆者の知る例では、
とある病院の４階のすべり台のルーバー部分の塗装
だけでかなりの高額となり、予算の都合から修繕せ
ずそのままになっていたこともあります。

ところで、「基準」第四  二（一）にはこう書かれて
います。

材質の鋼材、アルミニウム材はさておき、鉄筋コ
ンクリート材のすべり台って見たことがありますか？

昭和30年代から40年代前半までに建てられた２
階建ての保育園などの施設にはコンクリート製階段
に併設される形で設置されることがあったようです。
すべり面の表面はテラゾーや特殊な塗装などで平滑
化されていたりします。建築年代が古いため、もし
出くわしたら絶滅危惧種を見るような目で眺めてあ
げてください（笑） 。

すべり台は高齢者、障がいのある方、幼児など、自
力で階段を降りることが困難な利用者を抱える施設
においては、かなり有効な避難器具といえます。他
の避難器具が全て操作を伴う（能動）なのに対し、操
作する必要がない（受動）であることが最大の理由
で、設置スペースと価格の面がクリアできれば最強
の避難器具でしょう。

この続きはまた次回。

らせん式は建物外壁に沿って塔状に設置されま
す。すべり底面はパイプ状のものが多く、すべり方
向と平行に設けられていますが、中にはローラー状
になっているものもあります。ローラー状のものはす
べり装置という区分に分けられ、性能評定品となっ
ています。構造は１本の柱の周囲を旋回するように
作られており、設置スペースは最小で直径1,350㎜程
度の製品もありますが、おおむね直径2,500～3,000
㎜の製品が多くなっています。らせん式は各階から
のすべり面と踊り場がユニット状になっているので、
10階までの高層階でも設置することが可能です。外
縁部にルーバーと呼ばれる縦方向に伸びる柵状のも
のが設置されることが多く、ルーバーのないものは安
全性を重視しメーカーは３階以下の建物に設置する
ことを推奨しています。そのほか、内回りに消防隊
の進入・避難時の介護・通常の保守点検を目的と
したタラップ状の段が設置されたもの（建築基準法
に適合していないため、一般使用はできない。）、建
築基準法上の階段としても使用可能な外側階段の付
いたタイプがあります。昨今では車椅子対応型のす
べり台も開発されており、車椅子からの移動がスムー
ズに行えるように設計されています。

避難器具としてのすべり台は初期導入費こそ比
較的高額ですが、耐用年数、維持管理費、定期点検
の頻度を含めたランニングコストが低く、ほぼメン
テナンスを必要としないため（点検は必要ですよ‼

（笑））、一度設置すれば半永久的に使用できます。
ただし、ルーバー部分はすべり台の基準に含まれて
いないため、鉄製の塗装品が採用されることもあり、
錆などが発生し、再塗装する場合は単体で足場を組

車椅子対応型の例
少しわかりにくいが右上部の乗込部分の高さが車椅子とほぼ同じ高さ
（45㎝）になっている

コンクリート製階段に併設されたすべり台の例

二　すべり台の材質は、次に定めるところによる。
　（㆒）�　�底板、側板、手すり及び支持部は、鋼材、

アルミニウム材、鉄筋コンクリート材又は
これと同等以上の耐久性を有するもので
あること。
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韓国消防この10年の改革
―― 前回に引き続き、武居センター長のお話を伺
います。
武居　よろしくお願いします。

実は、ちょうど韓国消防庁でヒアリング前後の時
間帯に、韓国中部・京畿道の高速道路の工事現場
で大きな崩落事故（死亡４人・重軽傷６人のほか１
人閉じ込め）が発生し、担当者がその対応で慌ただ
しく出入りして意見交換の順番が変わったりしまし
た。同じ消防を経験した者として、どうぞ気になさ
らないで下さいと申し上げ、まさに同志のような気
持ちになったのも印象に残ります。

また、私たちの帰国後すぐの３月には、韓国では
大船渡の山火事の20倍以上の焼失面積となる、前
例のない大規模山林火災が発生しました。多くの
犠牲者（消防士３人・政府職員１人を含む32人死
亡）も出ておりますので、韓国の消防関係の皆様の
昼夜を分かたずの懸命の消防活動に思いを寄せ、心
からのご冥福とお見舞いを申し上げます。
――まさに同じような時期に大きな山林火災があり
ましたね。同じ消防人として、国民の生命と財産を
守るという使命は共通すると思いますが、改めてお
見舞い申し上げます。そのほか意見交換の中ではど
んなことが話題になりましたか。
武居　何と言っても、この10年の動向の中で極め
て大きな改革といえるのは、2020年にすべての消
防職員の身分が国家公務員に一元化されたことが
あります。それまでは、中央政府の消防庁の国家消
防職員と市・道の地方消防職員に分かれていまし
た。日本では東京消防庁がそうですが、都道府県・
広域自治体レベルの消防と国家組織内の消防と言
えばわかりやすいのかもしれません。お聞きします
と、各市・道消防本部で独立して運営されています
と、地域間で生じる人材や予算の差異が消防活動・
消防サービスの格差につながるという問題が大きく
なってきたこともあったようです。
――お話の限りでも極めて難しい制度改革だったよ
うに想像しますが、その後の状況をお聞かせいただ
けますか。
武居　消防安全交付税、各種基金などの国からの
財政支援が充実し、地域間の人材・予算の格差が
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緩和・縮小し、また国家的災害時において中央政
府と市・道との指揮・命令体系が強化され、災害
対応が円滑になったと伺いました。人事権や日常
的な指揮命令系統は市・道に残されているともおっ
しゃっていました。

身分に関していえば、私が一昨年に調査したシン
ガポール消防や現在最終取りまとめ作業をしている
カンボジア消防につきましても国家公務員なので、
歴史や国情、消防を取り巻く環境等を踏まえて、ど
れが正しいというのではなく、それぞれ目指すべき
消防の形やアプローチがあるのだと思います。

日本の場合は、日本列島が距離的にも長く地形
も複雑で、世界的にみても地震を含め多種多様な
災害・事故・緊急事態がいつでもどこでも起こり
うる。そのような中で、地域における安全安心を守
るためには、それぞれの地域で自助・互助・共助・
公助をうまく調和させ、取り組んでいく必要がある。
とりわけ、世界に誇る消防団と常備消防が密接に
連携して迅速に初動対応にあたっています。日本
では、これに大規模災害時の緊急消防援助隊派遣
もありますので、やはり自治体消防体制がこれから
も基盤であり続けるのではないかと改めて思った次
第です。

韓国消防の予算や財源の仕組みについては、今
後取りまとめる報告書においてふれていくつもりで
すが、韓国消防庁やソウル消防でお話を伺った限り
では、必要な予算はしっかり確保され年々増額され

ているとのことでした。
――各国の違いとともに通底する価値感を学ぶこ
とで、日本固有の特性がどこに由来し今日につな
がっているのかを見つめなおす貴重な機会になりま
すね。見過ごしていた私たちの「当たり前」を改め
て認識させられる思いです。
武居　そうですね。いろいろと考えさせられること
がありました。それから、韓国消防全体の予算の充
実度が増し、現場のレベルアップが進んでいるよう
な印象を受けました。特にDX（デジタル・トラン
スフォーメーション）の推進については、中央政府
主導で共通仕様で進めることができる点で、たぶん
日本よりも進んでいるかもしれないなと率直に思い
ました。時間が限られており、この点は確かめられ
ませんでしたが。

ソウル消防庁舎

調査ヒアリング風景（ソウル消防）
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その他、これも大事なことですが、消防職員の身
分が国家公務員に一元化されて、隊員の処遇や福
利厚生の充実がされているように感じました。現場
に近い消防の方との立ち話でもそんな印象を受けま
した。

また、韓国消防庁でのヒアリングの中で、これか
らの３大プロジェクトとして、国立消防病院、消防
心身修練院、消防博物館の整備を計画していると
のお話を伺いました。２年ほど先の整備に向けて、
進捗は若干遅れているようですが着実に進めていき
たいとのことでした。
――完成予想図もあるようですが、国立の施設とな
ると立派な施設になるのでしょうか。
武居　消防病院は300床規模でソウル大学病院に
委託するようです。健康回復のための心身修練院
は、危険と常に隣合わせの消防隊員にとって、心身
のリハビリとリフレッシュにより健康を取り戻し、
元気に業務に従事してもらううえで、大いに貢献す
るのかもしれません。消防博物館も含めこれら施設
の整備は、国家公務員に一元化されたことの大きな
成果のひとつと位置付けられているようです。
――そのような施設ができれば、またいつか追加の
調査に行かなくてはいけませんね（笑）。ソウル消防
でもヒアリングを行ったとお聞きしていますがどう
だったでしょうか。
武居　ここでは詳しくはふれられませんが、ソウル
消防の取組の現状についてお話をお伺いしました。
やはり近年の新しい取組としては、ソウル消防でも、
日本と同様に、増加・複雑化する消防需要に対処

するため、AIやデジタルの分野に特に力を入れてい
るような印象を持ちました。119番通報が殺到す
る場合のAIコールボットによる対応優先順位判定
や、消防活動における建物・道路・気象情報・出
場消防力現況・現場映像などを総合化・ビジュア
ル化したデジタルシステム、さらには深夜時間帯に
おける火災パトロールロボットによる火災の早期感
知と初期対応連動等々、いろんな分野での取組が
あるようです。この点も、時間が限られており詳し
くお聞きできず残念でした。変わったところでは、
知能型CCTVのお話で、漢江の橋梁の人の往来を
映像モニターで解析できる設備を設置して、飛び降
り者の行動パターンを分析し、飛び降りの恐れがあ
る場合に出場隊を自動的に編成し送り出す試みを
行っているとの話題はとても興味深かったです。

なお、現在のソウル消防の本庁舎は中心部から
少し離れているのですが、将来的にソウルの中心部
に庁舎移転する計画もあるようです。

ソウル消防の各施設への訪問
――その他、ソウル消防の訪問で印象に残ったこと
などはありましたか。
武居　何しろ駆け足の出張でとてもタイトなスケ
ジュールでしたが、本当に良くしていただきました。
時間的に難しいのは承知していましたが、出張中さ
らに消防署の現場の雰囲気だけでも見たいとお願
いをしました。前日夕方の急遽のお願いでしたが、
担当の女性消防尉の方が、翌日は議会対応等で時
間的に厳しいにもかかわらず、「本庁出勤前の朝早

ソウル市庁舎と中心市街

国立消防病院（左）、国立消防博物館（右）の完成予想パネル
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い時間でよければ私が案内します」と申し出てくだ
さり、鍾路消防署とその出張所（鍾路119安全セ
ンター）を案内していただいたのには、自分でお願
いしたものの日本だったらどうだろうかと、申し訳
なさとうれしさが入り混じった気持ちになりました。
また、私たちが徒歩で鍾路消防署から119安全セ
ンターに向かう道中に、鍾路消防署の職員が広報
車両で追いかけてきて、少しでも時間を節約したほ
うがいいだろうと乗せてくださったことにも感激し
ました。鍾路119安全センター訪問時にはちょう
ど朝の勤務交代の時間帯で、所長さん以下、職員
の皆様が出てきてくださり、一緒に記念撮影をする
ことになりました。

119安全センターの所長さんは、突然の訪問に
もかかわらず、快く事務所内に招き入れて、壁に貼
られた管轄区域の地図を指さしながら昨年来の大
規模デモの際にはここの通りで警戒対応にあたった
といったお話などもお聞きできました。
――それは記憶に残る訪問になりましたね。ソウル
消防は東京消防庁との技術交流や情報共有を行う
など協力関係を築いているそうですね。

当センターにも2024年11月に韓国消防安全
院（Korea Fire Safety Institute, KFSI）の金連
熙理事ほか10名が来訪され、意見交換や情報交換
が行われました。金連熙理事をはじめ、韓国消防
安全院の皆様の自国の安全・安心に対する意識の
高さと熱意に当センターの職員も感銘を受けました

（月刊フェスク2025年１月号「 韓国消防安全院
の来訪について」）。その他、市民安全体験館も訪

問されたとのことですが。
武居　はい、ソウル中心部から少し離れた近郊に
あるボラメ市民安全体験館を訪問しました。ソウ
ルには２つの体験館があり、最初のクァンナル市民
安全体験館は2003年、ボラメ市民安全体験館は
2010年の開設です。整備にあたっては、東京消
防庁からも学ばせていただいたとのことでした。

ボラメ市民安全体験館は、子どもの頃から災害
を疑似体験し学ぶことで、市民の防災意識と対応
力を育てることを目的にしています。地震・台風・
火災・交通事故の４つの災害体験の場や心肺蘇生
法などの基本的な応急処置を学ぶ場、消防施設・
設備の作動原理・操作法を学ぶ専門体験の場など
が整備され、指導教官の消防士の皆さんが情熱を
傾けて教育研修にあたっているお話を伺いました。

韓国では、1995年の三豊百貨店崩壊事故や
2003年の大邱地下鉄火災など、多数の市民が犠
牲となる重大事故も発生しており、多くの教訓を残
しました。こうした背景もあり、市民の防災意識を
高め、災害時の対応力を育成することに大変力を
入れているように感じました。
――2003年に大邱で発生したガソリンによる地
下鉄放火火災は、200人近くの方が犠牲になった
非常に痛ましい事件でしたが、私たちの国の最近の
地下鉄やホームでの事故や危険行為をみても本当
に同じようなことが起きないか心配ですね。
武居　同感です。体験館の施設内には、VR等を
活用した仮想体験などを楽しみながら学ぶことがで
きるようになっており、短い時間でしたが、私たち

鐘路119安全センター／朝の勤務交代時に記念撮影

鐘路119安全センター／管轄区域の説明を受ける

https://www.fesc.or.jp/monthly-fesc/api/magazines/206/pdf#page=25
https://www.fesc.or.jp/monthly-fesc/api/magazines/206/pdf#page=25
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も地下鉄火災を再現した体験プログラムをやって
みました。実際の地下鉄と同じような車両の座席
に乗っていると、火災を模した煙のようなものが発
生し、参加者はその中で避難行動を取るという内
容です。避難中の私たちの様子がモニター映像で
記録されていて、体験後に「センター長の逃げ方は
……」と指導教官から講評をいただきました。ほん
の一部でしたが、楽しみながら体験を通じて学び、
そこから得た教訓を振り返って身に付けることで、
実際の災害時により的確で迅速な対応ができるよ
うになる。そうした学びのサイクルがこの施設の各
所に準備されているとのことでした。

韓国と日本の消防分野におけるパートナーシップ
――リアルな臨場感ある身体を動かす体験を通じ
て災害や事故を身近に感じ、体験の振り返りから
学びをさらに深めていくことは、非常に実践的で効
果的なプログラムだと思います。災害や事故は誰で
も頻繁に体験するわけではありませんので、災害・
事故時の対応力向上にはとても効果的でしょうね。
韓国を訪れる機会があれば、お国柄の違いや共通点
を感じながら体験してみたいものです。

最後に、韓国と日本の消防分野におけるパート
ナーシップについて、どのようにお考えでしょうか。
武居　私などがお話しするのは大変僭越ですが、こ
れまでの消防関係の仕事や韓国に近い福岡などで
の勤務経験も踏まえて、自分なりに少しだけ申し上
げたいと思います。両国は、とても長い交流の歴史
があります。お互いに自然災害の多い地域に位置

しています。今年の山林火災もそうでした。気候
変動の影響や都市化の進展により、火災や台風・
豪雨災害、地震などは、いったん発生すると、とて
も大きな被害になります。少子高齢化や過疎化に
伴う課題や救急需要の増大も共通しています。
「国民の生命と財産を守る」という消防の崇高な

使命は、韓国も日本も共通です。この共通の価値
観を基盤に、両国が様々な交流を進め、相互理解と
信頼を深めることはアジア全体にとっても非常に大
事なことのように思います。
――韓国と日本が消防分野で協力し合うことは、
両国の安全のみならずアジア全体の安全安心と消
防分野の発展にとっても非常に重要ですね。今後
も活発な交流を通じてお互いに学び合い、ひとたび
大きな災害があったら助け合える、そんなより良い
関係を築いていくことの大切さを改めて認識させら
れました。本日は貴重なお話を誠にありがとうござ
いました。
武居　この度は貴重な機会をいただきありがとうご
ざいました。日韓国交正常化60周年という節目の
年に韓国の消防関係者と交流できたことに本当に
感謝しています。韓国でお世話になったお一人お一
人の顔を思い浮かべながら、インターネット等の活
用で便利な時代だからこそ、直接の顔の見える交流
の価値の大きさ・大切さを実感したところです。今
回の調査結果をまとめた『韓国の消防事情』は、ま
だいくつかの情報収集・整理が残っている段階です
が、その成果は今後、海外消防情報センターのホー
ムページにて公開していきたいと思います。その際
はぜひご覧ください。

地下鉄火災の避難体験

ボラメ市民安全体験館
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違反是正支援事業の一環として、総務省消防庁、各消防本部等のご協力のもと、消防職員限定で違反是正講演等
の動画を配信します。

■令和７年度  基調講演

■令和６年度  消防法令違反是正事例発表会  事例発表動画（全９本部）

■配信・聴講の詳細

※配信期間中は、令和５年度違反是正事例発表動画（令和６年度配信事業）全８本部もご聴講いただけます。

講演内容 講演者

１　「予防行政の動向」 総務省消防庁予防課

２　「合理的な査察実施体制の構築」 千葉市消防局

３　「消防用設備等の点検が未報告の共同住宅に対する是正指導について」 福岡市消防局

４　「違反是正への３つの取組み」 熊本市消防局

配信期間 令和７年10月６日㈪～令和８年６月30日㈫

募集対象 消防職員限定

配信場所
日本消防設備安全センターホームページ
違反是正支援センター  違反是正講演等動画配信事業ページ内

https://www.fesc.or.jp/ihanzesei/zesei_symposium/index.html

聴講方法
・聴講を希望される方は、ホームページから登録をしてください。
・�配信及び聴講要領については、登録者に対し個別にメールにて送付いたします。
・登録者については、配信期間中いつでも聴講可能です。

聴 講 費 無料

札幌市消防局、十日町地域消防本部、東山梨行政事務組合東山梨消防本部、名古屋市消防局、湖南広域消防局、
豊岡市消防本部、広島市消防局、徳島中央広域連合消防本部、熊本市消防局

主催：一般財団法人日本消防設備安全センター／後援：全国消防長会

違反是正講演等動画配信事業
（オンデマンド配信）

【違反是正支援センターからのお願い】
聴講後、アンケートへの回答をお願いします。
頂いたご意見は、今後の動画配信事業等の違反是正支援センターが実施

する各種事業に反映させていきたいと考えております。ぜひ率直なご意見を
お寄せください。
例） ◯◯に関する講義を聴講したい、◯◯に関するリーフレットが欲しい等

https://www.fesc.or.jp/ihanzesei/zesei_symposium/index.html
https://www.fesc.or.jp/ihanzesei/zesei_symposium/index.html
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一般社団法人全国消防機器協会（以下「当協会」とい
う。）では、住宅火災による死者数の急増、地域の安全・
安心に対する意識の高まりなど消防防災分野を取り巻
く社会情勢を踏まえ、社会の安全・安心に資するため、
外部有識者を交えた「社会貢献委員会」（以下「委員会」
という。）を平成16年に設置し、社会貢献活動の促進に
必要な事項を審議、検討することとしております。

当協会は、委員会の審議及び検討結果を受け、傘下
団体各会員などの活動を通じて、火災・災害による被
害の軽減や地域における安全・安心の向上など消防防
災分野における社会貢献活動を行っています。

 令和６年度までは、主として高齢者世帯を対象とし、
住宅用火災警報器（以下「住警器」という。）の普及活動、
住宅防火対策の推進、地域特性等を考慮したモデル地
区を選定し、住警器、住宅用消火器及び防炎品の寄贈
を行っておりましたが、今年度より、住警器等の寄贈に
加え、新たに、自衛消防組織への消火訓練等に関して
支援する体制等が整っている消防本部を対象とし、訓
練用の屋内消火栓（以下「消火栓」という。）を寄贈する
こととしております。

 令和７年度における配付モデル事業につきましては、
「住宅用火災警報器等及び消火栓の配付モデル事業へ
の協力について」（令和７年４月４日付け消防庁予防課
事務連絡）及び当協会のホームページにおいて、モデル
地区等の募集を行い、５月末に締め切りましたところ、

住警器等については31都道府県の63団体（地区）か
ら、消火栓については11都道府県の15消防本部から、
応募がありました。

７月29日に開催いたしました「住警器等配付モデル
事業実施地区選定委員会」におきまして、別表１及び
別表２のとおり、20地区を住警器等配付モデル事業実
施地区、１地区を住警器（100個）配付モデル事業実施
地区及び５消防本部を消火栓配付モデル事業実施消防
本部として選定いたしました。

当該住警器等配付モデル事業実施地区には住警器
（100個）、住宅用消火器（25本）及び防炎品（防炎毛
布25枚）を、当該住警器配付モデル事業実施地区には
住警器（100個）を、当該消火栓配付モデル事業実施
消防本部には消火栓（１台）を寄贈することとしており
ます。

また、申請者の皆様には、７月31日付けでご連絡を
したところであり、住警器等については敬老の日を中心
に９月１日から21日までに行われます「住宅防火・防
災キャンペーン」に併せまして高齢者世帯を対象に、ま
た、消火栓については来年３月１日から行われます「春
季全国火災予防運動」前までに、配付設置していただく
こととなっています。

今後とも、当協会が実施します社会貢献事業につき
まして、ご理解とご支援をいただきますようお願い申し
上げます。

〈別表１〉令和７年度 配付モデル事業における実施地区
●住警器等配付モデル事業実施地区（20地区）
都道府県 申請者 協議会・地区名

北海道 とかち広域消防局 鹿追町老人クラブ連合会

宮 城 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部 上地区自主防災組織本部

宮 城 大崎地域広域行政事務組合消防本部 鳴子消防
署 大崎市消防団鳴子支団（大崎市鳴子温泉鬼首地区）

山 形 酒田地区広域行政組合消防本部 宿町連合会

福 島 須賀川地方広域消防本部 石川町

令和７年度 配付モデル事業における
実施地区等の決定について 一般社団法人全国消防機器協会
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福 島 安達地方広域行政組合消防本部 北消防署 安達地方女性防火クラブ連絡協議会（二本松地区（本町、
金色、松岡、若宮、亀谷、竹田、根崎、郭内））

群 馬 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部 藤岡市三波川地区（第76区、第77区）

山 梨 都留市消防本部 都留市立宝保育所幼年防火クラブ（大幡地区）

愛 知 知多中部広域事務組合消防本部 半田市向山区

愛 知 瀬戸市消防本部 瀬戸市全域

兵 庫 西宮市消防局 清瀬台自治会

奈 良 生駒市消防本部 元町１丁目、元町２丁目、本町自治会

広 島 大竹市消防本部 松ヶ原自治会（松ヶ原町）

山 口 周南市消防本部 戸田地区及び湯野地区自治会連合会（戸田地区及び湯野
地区）

山 口 岩国地区消防組合消防本部 岩国地区自治会連合会

愛 媛 伊予消防等事務組合消防本部 伊予地区住宅用火災警報器設置・維持管理対策連絡会（伊
予市大平地区）

福 岡 宗像地区消防本部 岬地区コミュニティ運営協議会（岬地区）

熊 本 菊池広域連合消防本部 河原地区自主防災会（河原地区）

大 分 津久見市消防本部 四浦地区自治会

沖 縄 沖縄市消防本部 センター自治会

●住警器（100個）配付モデル事業実施地区（１地区）
都道府県 申請者 協議会・地区名

青 森 下北地域広域行政事務組合消防本部 小川町町内会（小川町一丁目、二丁目、松山町の一部）

〈別表２〉令和７年度 配付モデル事業における実施消防本部
●消火栓配付モデル事業実施消防本部（５本部）
都道府県 申請者

北海道 釧路市消防本部

静 岡 志太広域事務組合志太消防本部

富 山 富山市消防局

石 川 小松市消防本部

香 川 坂出市消防本部
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消防用設備等に関する新しい知識・技術等についての理解と消防用設備等の適正な設置に対する認識を深めてい
ただくことを目的として、総務省消防庁、関係団体等のご協力のもと、毎年、消防用設備等に関する動画を配信してい
ます。

主催：一般財団法人日本消防設備安全センター／後援：全国消防長会

令和７年度 消防用設備等講演会 
（オンデマンド配信）

【違反是正支援センターからのお願い】
聴講後、アンケートへの回答をお願いします。
頂いたご意見は、今後の動画配信事業等の違反是正支援センターが実施

する各種事業に反映させていきたいと考えております。ぜひ率直なご意見を
お寄せください。
例） ◯◯に関する講義を聴講したい、◯◯に関するリーフレットが欲しい等

■講演内容

■配信・聴講の詳細

題　目 講演者

１　挨拶 日本消防設備安全センター  理事長

２　「安全センターの最近の動き」 日本消防設備安全センター  専務理事

３　「最近の予防行政の動向」 総務省消防庁予防課

４　「泡消火設備について」 日本消火装置工業会

５　「特殊消防用設備等及び消防設備システム評価事例」 日本消防設備安全センター　

配信期間 令和７年10月６日㈪～令和８年６月30日㈫

募集対象 消防用設備等の設計者・施工者・点検者、消防職員等

配信場所
日本消防設備安全センターホームページ
違反是正支援センター  消防用設備等講演会ページ内

https://www.fesc.or.jp/ihanzesei/symposium/

聴講方法
・聴講を希望される方は、ホームページから登録をしてください。
・�配信及び聴講要領については、登録者に対し個別にメールにて送付いたします。
・登録者については、配信期間中いつでも聴講可能です。

聴 講 費 無料

https://www.fesc.or.jp/ihanzesei/symposium/
https://www.fesc.or.jp/ihanzesei/symposium/
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2014年度に「改正155号通知に関する研修会」を行って以来、その後も東京・大阪・福岡等を会場に「ハロン消火
剤と予防行政に関する研修会」を開催してまいりました。この研修会は「国家ハロンマネジメント戦略」に基づきハロ
ン消火剤の回収・リサイクルの推進を図る必要があることから開催し、毎回高評を得てきたところです。

今年度は「ハロン消火剤と予防行政に関する研修会 2025」を、オンライン形式によって実施します。

特定非営利活動法人消防環境ネットワーク

「ハロン消火剤と予防行政に関する
研修会 2025」開催のご案内

演題（予定） 講　師

「«特別講演»地球環境と海の生物Ⅱ」 さかなクン（東京海洋大学名誉博士・客員教授）

「ハロン消火剤を取り巻く環境について」

消防庁予防課担当職員
「消防用設備等に関する最近の動向について」

「違反是正の推進等について」

「住宅防火対策の推進等について」

「消防環境ネットワーク その役割と活動」 消防環境ネットワーク事務局

1講演内容
オンライン研修は、研修用に収録したものをご視聴いただく方式です。
講演時間は、それぞれ30分から60分程度です。

※�2023年度までは、東京・大阪等で対面による「会場研修」を開催してまいりましたが、2024年度からは働き方改革（職員の業務負担軽
減）等の理由により「オンライン研修」のみとなっています。

2参加費用
参加は、無料です。

3申し込み方法
消防環境ネットワークの ホームページからお申し込みを行ってください。
申し込みの期間は、2025年10月20日㈪正午から11月21日㈮正午までです。

4問い合わせ先
特定非営利活動法人消防環境ネットワーク事務局
電話 03-5404-2180 　E-mail info@sknetwork.or.jp

配信場所 消防環境ネットワークホームページ内の特設サイト

配信期間 2026年１月26日㈪正午から2026年３月13日㈮正午まで

http://www.sknetwork.or.jp/
mailto:info%40sknetwork.or.jp?subject=
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　消防法により、多数の人が出入りする大規模な防火対象物の管理権原者には、自衛
消防組織の設置が義務付けられ、火災や地震等の際、初期消火･在館者の避難誘導な
ど災害による被害の軽減を図ることとされています。この自衛消防組織には、統括管
理者を置かなければならないこととされ、統括管
理者の資格は、自衛消防業務講習の課程を修了
すること等により取得できます。
　なお、この自衛消防業務新規講習は、自衛消防
組織の本部隊の各班長に対する教育としても行
われています。

何ができるの？

自衛消防業務新規講習

自衛消防業務講習を含め、次の講習の内容、実施予定
などについては、一般財団法人日本消防設備安全セン
ターのホームページをご覧ください。

https://www.fesc.or.jp/

　どなたでも受講することができます。
※詳しくは、ホームページの｢講習の手引」をご覧ください。
　（講習 ▼各種申請書 ▼講習の手引）

誰が受けられるの？

今月の資格講習紹介コーナー

消防設備点検資格者講習	 防火対象物点検資格者講習	 防災管理点検資格者講習

自衛消防業務講習	 可搬消防ポンプ等整備資格者講習	 各種講習実施予定

https://www.fesc.or.jp/09/index2.html
https://www.fesc.or.jp/
https://www.fesc.or.jp/jukou/setsubi/
https://www.fesc.or.jp/jukou/boka/
https://www.fesc.or.jp/jukou/bokakanri/
https://www.fesc.or.jp/jukou/jiei/
https://www.fesc.or.jp/jukou/pump/
https://www.fesc.or.jp/jukou/yotei/

